
苅
・
末
一

地
方
政
治
改
革
案

|
|
明
初
地
方
政
治
改
革
の
先
騒
|
|

伊

藤

正

彦

は

じ

め

に

一
明
初
の
地
方
政
治
改
革

二
元
末
、
趨
借
の
地
方
政
治
改
革
案

三
明
初
地
方
政
治
改
革
に
濁
す
る
先
駆
性

結
び
に
代
え
て
|
|
公
論
の
特
質
と
背
景
|
|
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t主

じ

め

中
書
省
・
行
省
の
鹿
止
と
六
部
|
布
政
使
司
瞳
制
の
創
設
、
里
甲
制
に
基
く
統
一
的
人
民
編
成
の
確
立
が
象
徴
す
る
よ
う
に
、
現
初
洪
武
年

聞
に
は
官
僚
機
構
・
祉
舎
編
成
の
南
面
と
も
中
園
専
制
園
家
の
大
き
な
護
展
が
み
ら
れ
た
。
周
知
の
通
り
、
そ
れ
は
「
空
印
の
案
」
を
は
じ
め

(

1

)

 

と
す
る
一
連
の
疑
獄
事
件
、
大
規
模
な
粛
清
・
籍
混
を
伴
っ
て
賓
現
・
定
着
し
て
お
り
、
明
初
園
制
改
革
の
直
接
的
契
機
は
太
粗
朱
元
理
の
輩

固
な
権
力
意
志
に
あ
っ
た
。
し
か
し
、
直
接
的
契
機
が
朱
元
嘩
の
権
力
一
意
志
に
あ
っ
た
と
は
い
え
、
明
初
改
革
は
偏
に
彼
の
溺
創
に
よ
る
も
の

戸
、
や
i

h

F

ム、。

可

K
A
u・
中
J
v
u
v
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近
年
の
元
末
明
初
期
研
究
は
、
江
南
に
お
け
る
地
方
官
府
と
地
域
の
豪
民
・
地
主
層
と
の
癒
着
〈
賄
賂
の
横
行
、
縁
故
に
よ
る
仕
官
な
ど
〉
の
常
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態
化
と
い
う
、
お
よ
そ
元
代
以
来
醸
成
さ
れ
た
地
方
官
府
の
腐
敗
構
造
を
排
拭
す
る
こ
と
が
明
初
改
革
の
課
題
で
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し

(

2

)

 

て
い
る
。
と
く
に
植
松
正
氏
は
、
既
に
元
の
成
宗
期
(
元
貞
・
大
徳
年
間
〉
の
段
階
に
お
い
て
、

地
方
官
府
と
豪
民
層
の
癒
着
を
解
消
す
ベ
く
有

力
な
豪
民
の
弾
匪
と
江
南
土
着
官
吏
の
大
量
罷
克
が
行
わ
れ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
こ
う
し
た
経
験
が
明
初
の
「
南
北
更
調
の

(
3〉

制
」
の
成
立
に
つ
な
が
っ
て
ゆ
く
と
展
望
す
る
。
ま
た
、
元
末
の
戦
凱
に
際
し
て
郷
里
の
防
衛
に
蓋
し
た
「
新
東
地
主
」
に
代
表
さ
れ
る
在
野

(

4

)

 

の
儒
者
・
名
望
家
居
の
理
念
が
朱
元
環
の
統
治
理
念
に
大
き
な
影
響
を
輿
え
た
こ
と
も
、
夙
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
な
か
で
も
ジ
ョ
ン
・

w

ダ

l
デ
ス
氏
は
、
元
末
至
正
年
聞
の
新
東
各
地
で
は
、
膏
吏
と
豪
民
層
の
結
託
に
よ
る
地
方
行
政
の
素
凱
に
劃
し
て
、
地
方
官
と
在
野
の
儒
者

層
の
協
力
の
下
、
徳
役
賦
課
の
不
均
等
是
正
、
郷
飲
酒
種
や
保
甲
の
組
織
、
膏
吏
・
豪
民
層
の
弾
匪
・
慮
罰
な
ど
が
行
わ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら

(
5〉

新
東
に
お
け
る
改
革
の
経
験
が
明
初
の
全
園
的
な
改
革
に
縫
承
さ
れ
て
い
?
た
と
主
張
す
る
。
つ
ま
り
、
明
初
改
革
は
前
代
以
来
の
深
刻
な
祉

曾
矛
盾
に
封
臆
し
て
貫
施
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
改
革
の
動
き
は
朱
元
軍
の
撞
頭
以
前
か
ら
確
寅
に
芽
生
え
て
い
た
。

こ
の
よ
う
に
、
近
年
の
元
末
現
初
期
研
究
が
明
初
改
革
の
歴
史
的

・
祉
曾
的
背
景
と
、
明
初
改
革
に
先
行
す
る
動
き
の
存
在
を
明
ら
か
に
し
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か
つ
て
見
ら
れ
た
宋
元
史
と
明
清
史
と
の
断
絶
を
克
服
し
、
宋
・
元
代
の
歴
史
的
展
開
の
延
長
に
明
初
期
を
位
置
附
け
て
い
く
上

で
重
要
な
成
果
で
あ
る
。
但
し
、
直
接
人
民
の
統
治
に
あ
た
る
府
・
州
・
豚
の
地
方
行
政
レ
ヴ
ェ
ル
の
改
革
に
限
定
し
た
場
合
、
従
来
の
諸
研

究
は
、
主
に
明
朝
の
新
た
な
郷
村
統
治
策
の
淵
源
を
探
る
こ
と
に
重
き
を
お
い
て
き
た
。
だ
が
、
明
初
改
革
は
地
方
行
政
の
遂
行
形
態
|
|
l
地

た
こ
と
は
、

方
政
治
(
以
下
、
こ
の
意
味
で
地
方
政
治
の
語
を
用
い
る
〉
に
劃
し
て
も
行
わ
れ
て
お
り
、

そ
の
淵
源
に
闘
す
る
検
討
は
未
だ
不
十
分
で
あ
る
。
こ

の
黙
を
僅
か
な
り
と
も
補
う
こ
と
が
小
論
の
目
的
で
あ
る
。

越
借
(
?
|
一
一
一
一
六
六
年
)
、
字
は
子
永
、
慶
元
路
慈
渓
豚
の
人
。

宋
の
宗
室
で
あ
る
た
め
に
元
朝
へ
出
仕
す
る
こ
と
な
く
、

南
二
里
・
大
賀
山
の
東
麓
に
隠
棲
し
て
生
涯
を
終
え
た
一
慮
土
。
至
正
年
間
中
葉
、
郷
路
台
州
が
方
園
珍
に
占
接
さ
れ
る
混
飽
の
中
、
彼
が
都

府
燃
苦
ノ
の
許
贋
大
(
{
子
は
具
瞬
、
台
州
路
天
台
豚
の
人
、
一
一
一
一

O
九
|
五
三
年
)
と
慈
漢
懸
予
の
陳
麟
ハ
字
は
文
昭
、
温
州
路
永
嘉
照
の
人
、

(以下、

慈
渓
勝
城
の
西

一
一
三
一
一
六

八
年
)
に
提
出
し
た

「
上
許
師
称
号
ノ書」

「
治
豚
権
宜
魚
邑
宰
陳
文
昭
設
」

「
治
照
権
宜
」
と
略
記
す
る
)
と
題
す
る
こ
つ
の
建
白
書
は



明
初
の
地
方
政
治
改
革
の
淵
源
を
探
る
上
で
剖
自
に
値
す
る
。
従
来
、
越
借
に
つ
い
て
は
、
陸
門
高
弟
の
楊
簡
の
遺
書
に
傾
倒
し
て
静
虚
を
宗

と
す
る
事
風
を
も
ち
、
烏
斯
道
・
烏
本
良
兄
弟
、
桂
彦
良
ら
郷
里
の
知
識
人
に
大
き
な
影
響
を
興
え
た
こ
と
な
ど
思
想
的
系
譜
が
明
ら
か
に
さ

(

6

)

 

れ
て
お
り
、
趨
借
は
劉
壊
や
陳
苑
と
並
ぶ
元
代
の
代
表
的
陸
事
者
と
し
て
思
想
史
上
位
置
附
け
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
右
の
二
つ
の
建
白
書

「
上
許
蘇
予
書
」

検
誼
す
る
こ
と
を
目
標
と
す
る
。

に
表
明
さ
れ
た
彼
の
政
治
思
想
に
関
し
て
は
等
閑
に
付
さ
れ
て
き
た
。

そ
こ
で
小
論
で
は
、

「
治
蘇
櫨
宜
」
に
示
さ
れ
た
趨
借
の
地
方
政
治
改
革
構
想
を
整
理
し
、
そ
れ
が
も
っ
歴
史
的
意
義
を

明
初
の
地
方
政
治
改
革

租
借
の
地
方
政
治
改
革
構
想
の
検
討
ヘ
向
か
う
前
に
、

ま
ず
本
章
で
は
明
初
に
お
け
る
地
方
政
治
改
革
の
内
容
を
確
認
し
よ
う
。
府
・
州
・

い
う
ま
で
も
な
く
洪
武
一
四
年
(
一
三
八
一
)
正
月
の
里
甲
制
の
施
行
、

江
南
の
場
合
は
洪

- 99 

懸
の
地
方
行
政
に
開
わ
る
明
初
最
大
の
改
革
は
、

武
一
八
年
〈
一
三
八
五
)
七
月
の
糧
長
制
復
活
に
よ
る
糧
長
・
里
甲
制
瞳
制
の
確
立
で
あ
る
。

す
る
地
方
行
政
の
遂
行
面
に
つ
い
て
も
新
た
な
施
策
を
賞
施
し
た
。
順
次
、
確
認
し
て
い
こ
う
。

そ
の
第
一
は
、
官
府
と
管
内
事
情
の
徹
底
的
な
把
握
を
通
し
て
、

そ
の
後
、

明
朝
園
家
は
里
甲
制
瞳
制
を
基
礎
と

官
府
の
膏
吏
の
統
率
を
圃
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
を
如
買
に
示
す
の

は
、
任
地
に
赴
く
地
方
官
(
主
に
知
府
・
知
州
・
知
豚
)
に
劃
し
て
太
租
朱
元
毒
自
ら
が
輿
え
た
執
務
心
得
|
|
正
徳
『
大
明
舎
典
』
巷
一

O
吏

〈

7
)

「
到
任
須
知
」
と
略
記
す
る
)
で
あ
る
。

部
九
「
到
任
須
知
ご
所
載
の
「
敷
議
授
職
到
任
須
知
」

に
際
し
て
把
握
す
べ
き
事
項
と
注
意
黙
を
次
の
計
=
二
項
目
に
亙
っ
て
教
示
す
る
。
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①
祖
神

⑦
吏
典
不
許
那
移

⑬
曾
計
糧
儲

②
佃
孤

⑤
承
行
事
務

⑬
各
色
課
程

〈以下、

③
獄
囚

⑤
印
信
街
門

⑮
魚
湖

④
回
糧

⑮
倉
庫

⑮
金
銀
場

⑤
制
書
務
文

⑪
所
属
倉
場
庫
務

⑫
窯
冶

「
到
任
須
知
」
は
、
地
方
官
が
着
任

⑥
吏
典

⑫
係
官
頭
匹

⑮
盟
場
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⑬
公
解

@
境
内
儒
者

@
警
迩
人
(
各
項
目
名
は
「
授
職
到
任
須
知
目
録
」
に
よ
る
〉

こ
れ
ら
は
、
お
よ
そ
街
門
と
係
官
の
施
設
・
物
品
、
膏
吏
・
街
役
等
官
府
の
構
成
員
と
播
嘗
業
務
、
税
糧
・
諸
課
の
牧
入
、
財
政
朕
況
と
い

司
た
官
府
内
の
朕
況
か
ら
、
管
内
の
任
官
者
と
任
官
経
験
者
、
在
野
の
儒
者
、
香
宿
、
蛙
表
の
劃
象
と
な
る
善
行
者
、
犯
罪
者
と
そ
の
珠
備
軍

な
ど
民
間
の
献
況
に
ま
で
及
ぶ
。
こ
の
よ
う
に
官
府
と
管
内
事
情
の
網
羅
的
な
把
握
を
義
務
づ
け
た
「
到
任
須
知
」
の
限
目
は
、
次
に
見
る
貼

@
係
官
房
産

@
起
滅
詞
訟

@
書
生
員
数

@
好
関
不
務
生
理

@
香
宿

@
祇
禁
弓
兵

@
孝
子
順
孫
義
夫
節
婦

@
犯
法
官
吏

@
官
戸

@
犯
法
民
戸

か
ら
す
れ
ば
、
膏
吏
の
統
率
に
こ
そ
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

二
項
目
の
う
ち
膏
吏
統
率
に
直
接
関
わ
る
の
は
、

六
房
の
吏
典
ハ
司
吏

・
典
吏
)
の
人
員
把
握
を
規
定
し
た
@
〈
吏
典
〉
、

各
房
の
吏
典
の

指
山
富
業
務
を
任
意
に
幾
更
す
る
こ
と
を
禁
止
し
た
⑦
〈
吏
典
不
許
那
移
〉
、
各
房
の
管
轄
業
務
と
進
行
具
合
の
把
握
を
規
定
し
た
③
〈
承
行
事

務
〉
の
三
項
目
に
す
ぎ
な
い
。

し
か
し
、
こ
れ
ら
以
外
の
項
目
の
把
握
も
膏
吏
統
率
と
密
接
に
関
連
し
て
い
る
。
官
府
と
管
内
事
情
を
徹
底
的

に
把
握
し
て
お
く
こ
と
が
、
膏
吏
の
不
正
行
震
を
防
止
す
る
上
で
有
数
な
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
よ
り
重
要
な
の
は
、
一
一
一
一
項
目
の
把
握

-100ー

方
法
で
あ
る
。
正
徳
『
大
明
舎
典
』
巻
一
一
吏
部
一

O
「
到
任
須
知
二
」
は
、
地
方
官
の
着
任
後
一

O
日
以
内
の
期
限
を
設
け
て
首
領
官
と
六

(

8

)

 

房
の
吏
典
に
管
轄
業
務
を
報
告
さ
せ
る
文
書
の
様
式
|
|
「
新
官
到
任
各
房
供
報
須
知
式
様
」
を
各
房
ご
と
に
規
定
し
て
お
り
、
そ
こ
に
見
え

る
各
房
か
ら
の
報
告
事
項
を
整
理
す
れ
ば
「
到
任
須
知
」
の
コ
二
項
目
を
概
ね
網
羅
で
き
る
。
こ
の
報
告
様
式
は
永
築
年
聞
の
も
の
で
あ
る

が
、
「
到
任
須
知
」
自
韓
も
、
そ
の
冒
頭
で
地
方
官
は
着
任
決
第
、
先
任
官
と
首
領
官
・
六
房
の
吏
典
に
訊
ね
て
各
事
項
を
把
握
す
る
よ
う
明

(
9〉

記
し
て
い
る
。
と
す
れ
ば
、

「
到
任
須
知
」
の
公
布
嘗
初
か
ら
報
告
文
書
様
式
が
整
っ
て
い
た
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
る
も
の
の
、
三
一
項
目

の
把
纏
方
法
は
、
基
本
的
に
各
房
の
膏
吏
か
ら
の
報
告
を
も
と
に
地
方
官
が
整
理
し
て
把
握
す
る
も
の
と
解
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。
膏
吏
統
率
の

基
幹
と
い
う
べ
き
、
⑧
〈
承
行
事
務
〉
で
規
定
さ
れ
た
各
房
の
管
轄
業
務
と
進
行
具
合
の
把
握
、
な
ら
び
に
⑦
〈
吏
典
不
許
那
移
〉
で
規
定
さ

れ
た
各
房
の
吏
典
の
携
嘗
業
務
の
任
意
端
変
更
の
禁
止
も
、
各
房
の
膏
吏
の
報
告
を
受
け
=
二
項
目
を
整
理
す
る
こ
と
を
通
し
て
貫
現
さ
れ
る
仕



組
で
あ
る
。

つ
ま
り
、

「
到
任
須
知
」
の
教
示
に
従
い
官
府
と
管
内
事
情
を
把
握
す
る
こ
と
自
瞳
が
、
各
房
の
膏
吏
の
抱
嘗
業
務
と
準
行
朕
況

を
把
握
し
て
膏
吏
統
率
を
圃
る
仕
組
に
な
っ
て
い
た
。

第
二
は
、
職
役
制
度
に
よ
っ
て
在
野
の
讃
書
人
層
や
有
徳
者
層
を
郷
村
行
政
に
従
事
さ
せ
る
と
と
も
に
、
彼
ら
を
地
方
政
治
の
諮
問
役
と
し

た
こ
と
で
あ
る
。
ま
ず
在
野
の
讃
書
入
居
か
ら
見
ょ
う
。
江
南
の
場
合
、
里
の
上
級
郷
村
行
政
直
劃
た
る
ク
医
。
の
税
糧
徴
牧
と
解
運
を
主
要

任
務
と
す
る
糧
長
は
、
管
轄
区
内
の
滞
納
分
の
税
糧
を
補
填
し
得
る
経
済
的
力
量
の
持
主
で
あ
る
こ
と
を
就
役
の
要
件
と
さ
れ
た
が
、
小
山
正

〈

m〉

明
、
森
正
夫
雨
氏
に
よ
れ
ば
、
糧
長
の
具
瞳
的
な
出
身
階
層
は
儒
教
的
教
養
を
修
め
た
慮
士
屠
で
あ
っ
た
。
在
野
の
謹
書
人
屠
が
郷
村
行
政
に

従
事
し
た
だ
け
で
な
く
、
地
方
政
治
の
諮
問
役
に
も
あ
た
っ
た
こ
と
は
、

「
到
任
須
知
」
の
@
〈
境
内
儒
者
〉
の
記
述
に
明
ら
か
で
あ
る
。
そ

そ
の
目
的
は
、
貫
生
(
任
官
候
補
皐
生
)
の
選
抜
に
備
え
る
と
と
も

こ
に
は
管
内
の
儒
者
と
資
質
を
把
握
す
べ
き
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
お
り
、

〈

日

)

に
、
彼
ら
を
地
方
政
治
の
諮
問
役
に
す
る
こ
と
で
あ
る
と
い
う
。
衣
に
有
徳
者
層
に
つ
い
て
見
れ
ば
、
皇
内
の
軽
徴
な
紛
争
の
慮
理
と
教
戒
を

主
要
任
務
と
す
る
番
宿
は
少
年
高
く
徳
行
有
る
者
。
で
あ
る
こ
と
が
選
任
の
傑
件
と
さ
れ
て
お
り
、
番
宿
の
後
身
た
る
い
わ
ゆ
る
里
老
人
〈
洪

(

ロ

)

武
二
七
年
四
月
以
降
〉
の
選
任
篠
件
も
同
様
で
あ
る
。
ま
た
、
細
野
浩
二
氏
が
指
摘
し
た
通
り
、
番
宿
は
紛
争
慮
理
・
教
化
の
任
務
の
ほ
か
、
地

(

日

)

方
官
が
地
方
行
政
を
園
滑
に
遂
行
す
る
た
め
の
諮
問
役
と
な
る
こ
と
も
重
要
任
務
と
さ
れ
た
。
里
老
人
に
つ
い
て
も
、
地
方
官
が
。
賊
貧
害
民

(

M

)

 

の
者
。
で
あ
っ
た
場
合
は
諌
言
す
る
よ
う
『
数
民
務
文
』
の
第
二
二
僚
に
規
定
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
者
宿
同
様
、
諮
問
役
の
役
目
を
揚
っ
て
い
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た
と
考
え
ら
れ
る
。

「
到
任
須
知
」
と
の
関
わ
り
で
附
言
す
れ
ば
、
前
述
の
通
り
、
一
ニ
一
項
目
の
把
握
は
各
房
の
膏
吏
か
ら
の
報
告
に
基
く
も
の
で
あ
っ
た
が
、

特
に
民
聞
の
扶
況
に
つ
い
て
は
、
菅
吏
か
ら
の
報
告
が
員
貫
と
は
限
ら
な
い
恐
れ
が
つ
き
ま
と
う
。
事
賞
、
@
〈
起
滅
調
訟
〉
、
@
〈
好
関
不

(

日

)

務
生
理
〉
の
項
で
は
膏
吏
の
虚
儒
の
報
告
に
注
意
を
促
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
不
備
を
補
う
も
の
と
し
て
措
定
さ
れ
た
も
の
こ
そ
、
在
野
の
讃

書
人
(
儒
者
)
や
有
徳
者
(
番
宿
〉
へ
の
諮
問
に
相
違
な
い
だ
ろ
う
。
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第
三
は
、
在
野
の
讃
書
人
・
有
徳
者
層
を
地
方
政
治
の
諮
問
役
と
し
た
に
止
ま
ら
ず
、
彼
ら
に
地
方
行
政
の
監
察
擢
を
付
興
し
た
こ
と
で
あ
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る。

洪
武
一
八
年
(
一
三
八
五
〉

一
O
月
頒
行
の

『
御
製
大
詰
』

』土

。
番
宿
老
人
ψ

や
ク
郷
村
・
市
井
の
士
君
子
等
々

ク
城
市
・
郷
村
の
賢

良
方
正
・
豪
傑
の
士
。
に
布
政
司
以
下
府
・
州
・
豚
官
の
善
政
と
悪
政
を
監
察
し
て
連
名
で
京
師
に
面
奏
す
る
権
限
、

お
よ
び
好
吏
や
頑
民
を

逮
捕
し
て
京
師
に
連
行
す
る
権
限
を
興
え
る
こ
と
を
規
定
し
て
お
り
(
「
民
陳
有
司
賢
否
第
三
十
六
」
、
「
香
民
奏
有
司
善
悪
第
四
十
五
」
、

(

日

目

)

第
五
十
九
」
)
、
翌
年
三
月
頒
行
の
『
御
製
大
詰
績
編
』
に
は
そ
の
寅
例
が
多
く
教
示
さ
れ
て
い
る
。
『
数
民
楊
文
』
の
第
二
二
僚
に
見
え
る
逼

(

口

)

り
、
里
老
人
に
も
同
様
の
権
限
が
認
め
ら
れ
て
い
た
。
『
御
製
大
詰
』
が
。
番
宿
老
人
。
と
と
も
に
奉
げ
る
。
郷
村
・
市
井
の
士
君
子
等
ク

ゥ
城
市
・
郷
村
の
賢
良
方
正
・
豪
傑
の
士
。
に
は
、
在
野
の
讃
書
入
居
が
含
ま
れ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
有
徳
者
だ
け
で
な
く
讃
書
入
居
に
も
地

洪
武
一
五
年
(
二
二
八
二
)
八
月
護
布
の

「
郷
民
除
患

方
行
政
の
監
察
権
が
認
め
ら
れ
た
こ
と
は
、

「
照
子
校
禁
例
一
二
篠
」
|
|
い
わ
ゆ
る
「
臥
碑
」

明

ら
か
で
あ
る
。

「
事
校
禁
例
二
一
候
」
の
第
三
僚
は
生
員
を
除
く
全
人
民
に
。
一
切
の
軍
民
の
利
病
の
事
ク
に
つ
い
て
建
言
す
る
こ
と
を
認
め

て
い
る
が
、
第
三
僚
に
加
え
て
次
に
奉
げ
る
第
八
僚
が
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
そ
の
中
心
的
な
携
い
手
と
し
て
期
待
さ
れ
た
の

は
在
野
の
謹
書
人
層
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

在
野
の
賢
人
・
君
子
、
果
し
て
能
く
治
瞳
に
練
達
し
、

王
道
を
敷
陳
し
、
政
治
の
得
失
・
軍
民
の
利
病
に
関
わ
る
者
有
れ
ば
、
所
在
の
有
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司
に
赴
き
て
分
引
を
出
給
し
、
親
ら
京
に
葡
赴
し
て
面
奏
す
る
を
許
す
。

面
奏
を
許
さ
れ
た
ク
在
野
の
賢
人
・
君
子
。
と
は
、
治
瞳
・
王
道
に
遁
ず
る
能
力
の
持
主
で
あ
る
か
ら
、
儒
数
的
数
養
を
修
得
し
た
讃
書
人

(
『
皐
校
格
式
』
〉

屠
と
解
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。
ま
た
、
彼
ら
が
面
奏
し
得
る
ク
政
治
の
得
失
・
軍
民
の
利
病
。
に
は
、
首
然
、
地
方
行
政
の
適
否
が
含
ま
れ
た
は

ず
で
あ
る
。

以
上
確
認
し
た

ω官
府
と
管
内
事
情
の
徹
底
的
把
握
に
よ
る
膏
吏
の
統
率
、

ω地
方
政
治
の
諮
問
役
へ
の
在
野
の
謹
書
人
・
有
徳
者
層
の
起

用、

ω在
野
の
調
書
人
・
有
徳
者
層
へ
の
地
方
行
政
の
監
察
権
の
付
興
、
こ
れ
ら
三
つ
の
施
策
の
園
家
的
制
度
化
は
、
い
ず
れ
も
前
代
に
は
見

ら
れ
な
い
。
確
か
に
、
「
到
任
須
知
」
と
似
た
制
度
は
宋
代
に
も
存
在
し
た
。
佐
竹
靖
彦
氏
は
、
北
宋
末
の
官
筋
書
の
李
元
弼
撰
『
作
邑
自

〈
村
の
地
形
圃
〉
と
と
も
に
「
須
知
加
子
」
と
い
う
勝
政
の
基
礎
事
項
を
記
し
た
要
覧
を
作
成
す

簸
』
で
は
、
鯨
令
は
着
任
早
々
「
村
分
園
子
」



る
よ
う
勧
告
さ
れ
て
お
り
、
宋
刊
『
王
文
公
文
集
』
の
紙
背
文
書
『
宋
人
侠
簡
』
に
は
南
宋
初
期
に
「
須
知
」
が
燃
で
作
成
さ
れ
中
央
へ
上
申

〈
刊
日
)

さ
れ
て
い
た
寅
例
の
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
だ
が
、

「
須
知
加
子
」
で
の
把
握
事
項
が
明
初
の
「
到
任
須
知
」
の
よ
う
に
網
羅
的
な
も

の
で
あ
司
た
か
、
膏
吏
統
率
に
牧
散
す
る
も
の
で
あ
っ
た
か
は
剣
然
と
し
な
い
。
む
し
ろ
、
南
宋
期
に
多
く
編
纂
さ
れ
た
官
筋
書
で
個
別
に
官

(

川

口

)

府
・
管
内
事
情
の
把
握
が
奨
勘
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
宋
代
の
「
須
知
加
子
」
は
「
到
任
須
知
」
ほ
ど
盟
系
化
さ
れ
た
も
の
で
は
な

か
っ
た
と
剣
断
さ
れ
よ
う
。
ま
た
、
郷
村
の
人
々
の
信
望
を
集
め
た
高
年
の
者
を
郷
村
行
政
に
従
事
さ
せ
る
職
役
制
度
と
し
て
元
代
に
祉
長
の

(

初

〉

制
が
存
在
し
た
が
、
地
方
政
治
の
諮
問
役
と
す
る
こ
と
や
地
方
行
政
の
監
察
権
を
興
え
る
こ
と
は
行
わ
れ
て
い
な
い
。

こ
の
よ
う
に
、
右
の
三
つ
の
施
策
の
園
家
的
制
度
化
は
、
前
代
に
は
な
い
明
初
の
地
方
政
治
瞳
制
の
劃
期
的
な
特
徴
と
い
え
る
。
で
は
、
こ

う
し
た
明
初
の
地
方
政
治
改
革
に
劃
し
て
、
趨
借
の
地
方
政
治
改
革
構
想
は
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
越
僧
の
地
方
政
治
改

革
構
想
の
整
理
に
移
ろ
う
。

元
末
、
趨
借
の
地
方
政
治
改
革
案

-103ー

「
上
許
豚
予
書
」
と
「
治
豚
擢
宜
」
は
と
も
に
趨
借
の
文
集
『
趨
賓
峰

先
生
文
集
』
巻
一
に
牧
め
ら
れ
て
い
る
。
現
存
す
る
『
越
智
貝
峰
先
生
文
集
』
の
テ
キ
ス
ト
に
は
四
明
叢
書
本
と
中
園
科
事
院
圃
書
館
善
本
室
所

(

幻

〉

蘇
の
清
・
嘉
慶
雄
高
氏
紗
本
の
二
つ
が
あ
る
。
南
者
の
聞
に
字
句
の
異
聞
は
殆
ど
な
い
た
め
、
小
論
で
は
閲
讃
に
便
な
四
明
叢
書
本
を
底
本
と

す

る

(

以

下

、

『

越

賓

峰

先

生

文

集

』

巻

一

を

『

文

集

』

と

略

記

し

、

は
じ
め
に
二
つ
の
建
白
書
の
書
誌
・
外
貌
を
簡
単
に
見
て
お
こ
う
。

「
上
許
豚
予
書
」

「
治
豚
権
宜
」
か
ら
の
引
用
に
際
し
て
は
、

四
明
叢
書
本
の
業
数
を
漢

数
字
で
、
棄
の
表
・
裏
を
a
-
b
で
、
行
数
を
算
用
数
字
で
示
す
〉
。

ω勝
政
改
革
の
眼
目
を

理
念
的
に
提
示
し
た
。
其
一
目
。
に
始
ま
る
章
、

ω路
線
管
府
レ
ベ
ル
の
改
革
案
を
提
示
し
て
組
問
自
に
提
出
す
べ
き
か
否
か
指
数
を
請
う
た

ゥ
其
二
目
。
に
始
ま
る
章
、

ω理
想
的
な
治
政
を
寅
現
す
る
た
め
の
要
黙
を
〈
揮
人
至
難
〉

都
田
肺
晋
ノ
の
許
慶
大
に
提
出
し
た

「
上
許
豚
予
書
」
は

〈
古
今
君
子
〉

〈
作
養
賢
材
〉

慈
漠
牒
弔
ア
の
陳
麟
に
宛
て
た

〈
賠
捗
談
賞
〉

103 

〈
大
得
人
心
〉
の
五
項
に
整
理
し
た
部
分
の
三
つ
か
ら
構
成
さ
れ
て
お
り
、

計
五
九
五
四
字
の
分
量
で
あ
る
。
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①
常
下
士
無
倦
講
明

「
治
豚
権
宜
」
は
、
豚
政
の
改
革
案
を
衣
の
一
七
項
に
整
理
し
て
提
示
す
る
。

②
喜
聞
過
以
開
言
路

③
任
忠
直
以
震
耳
目

⑤
周
知
識
以
震
股
肱

⑬
各
房
事
責
有
所
鯖

⑮
謹
勾
錦
以
考
稽
遅

⑥
臨
以
荘
使
人
敬
畏

⑪
明
人
倫
興
古
事
校

⑮
制
吏
卒
宜
察
行
止

③
御
群
下
以
種
止
観

④
稽
於
衆
以
採
公
論

⑨
慮
重
事
宜
預
修
僻

⑪
考
貧
富
以
均
賦
役

⑦
奉
上
司
宜
忠
而
敬

⑫
彰
善
良
以
耳
邪
悪

⑫
治
証
官
以
杜
妄
告

⑬
義
刑
罰
母
作
好
悪

「
治
照
権
宜
」
は
「
上
許
鯨
安
書
」
に
比
べ
行
政
貧
務
に
即
し
た
内
容
に
具
瞳
化
さ
れ
て
お
り
、

一
七
項
の
後
段
に
は
改
革
で
使
用
す
る

O
種
の
帳
簿
に
つ
い
て
の
整
理
と
後
書
き
を
附
す
。
計
五

O
五
八
字
の
分
量
で
あ
る
。
な
お
、
「
上
許
勝
安
書
」
と
「
治
蘇
権
宜
」
の
提
出
時

期
に
つ
い
て
は
、
遺
憾
な
が
ら
、
と
も
に
許
慶
大
と
陳
麟
の
郵
鯨
安
・
慈
援
懸
予
就
任
期
間
内
|
|
許
慶
大
の
場
合
は
至
正
九
l
一
三
年
(
一

三
四
九
|
五
三
)
、
陳
麟
の
場
合
は
至
正
一
四
l
一
六
年
(
一
三
五
四
|
五
六
)
で
あ
っ
た
こ
と
以
上
に
は
確
定
し
え
な
い
。

主
眼
は
ど
ち
ら
も
蘇
政
の
改
革
に
あ
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「
上
許
勝
安
書
」
と
「
治
豚
権
宜
」
に
は
記
述
ス
タ
イ
ル
や
具
瞳
度
に
遣
い
が
見
ら
れ
る
も
の
の
、

(
幻
)

り
、
主
張
内
容
も
概
ね
共
通
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、
改
革
構
想
を
理
念
的
に
示
し
た
「
上
許
勝
安
書
」
の
記
述
を
軸
と
し
、

「
治
豚
権
宜
」
を

適
宜
参
照
し
な
が
ら
趨
僧
の
主
張
を
整
理
し
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。

(
『
文
集
』
一
I
l
a
-
6
)
と
い
う
徒
な
ら
ぬ
危
機
感
に
基
い
て
建
白

越
街
は
φ

古
え
自
り
以
来
、
信
用
政
の
難
、
今
日
よ
り
甚
だ
し
き
は
莫
し
。

書
を
提
出
し
た
。
彼
は
元
末
の
地
方
政
治
の
い
か
な
る
貼
に
改
革
の
必
要
性
を
認
め
た
の
だ
ろ
う
か
。
改
革
構
想
の
基
底
を
な
す
彼
の
現
黙
認

識
か
ら
見
ょ
う
。
趨
借
は
『
向
書
』
盆
覆
篇
の
元
首
股
肱
論
を
時
代
や
統
括
レ
ヴ
ェ
ル
を
越
え
て
貫
徹
す
る
ク
立
政
の
要
。
と
高
く
評
債
し
、

こ
れ
を
基
準
に
地
方
政
治
の
問
題
黙
を
捉
え
る
。
す
な
わ
ち
、
現
在
の
路
・
府
・
州
・
燃
と
そ
の
長
官
を
周
代
の
諸
侯
園
と
諸
侯
に
比
定
し
た

上
で
、
周
で
は
試
従
が
必
ず
諸
侯
の
股
肱
と
し
て
機
能
し
た
の
に
封
し
、
現
在
は
本
来
長
官
の
股
肱
た
る
べ
き
僚
属
・
膏
吏
が
股
肱
と
し
て
機

(

幻

)

能
し
な
い
だ
け
で
な
く
、
長
官
の
職
務
遂
行
を
妨
害
す
る
存
在
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
。
こ
れ
は
地
方
長
官
の
志
向
に
つ
い
て
は
捨
象
し
た
も

の
で
あ
り
、
長
官
の
志
向
如
何
を
加
味
し
た
な
ら
ば
、
多
く
の
場
合
、
貧
慾
な
長
官
と
膏
吏
や
地
域
の
豪
民
と
の
聞
に
不
嘗
な
結
託
が
見
ら
れ



〈

但

)

る
と
も
い
う
。
こ
の
よ
う
に
、
膏
吏
の
不
正
や
官
府
と
豪
民
の
癒
着
な
ど
、
諸
先
事
も
指
摘
し
た
元
末
に
お
け
る
地
方
官
府
の
腐
敗
構
造
を
趨

借
は
改
革
の
狙
上
に
の
ぼ
す
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
扶
況
下
に
お
け
る
最
も
重
要
な
課
題
を
理
念
的
に
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

今
大
い
に
憂
う
べ
き
者
は
、
私
情
も
て
事
を
用
し
、
公
論
隠
伏
し
、
所
以
に
員
儒
排
ず
る
莫
く
、
是
非
明
ら
か
に
し
難
き
な
り
。
然
ら
ば

則
ち
何
の
法
も
て
公
論
を
取
り
、
以
て
私
情
を
耳
む
べ
き
。
(
「
上
許
懸
予
書
」
『
文
集
』
三
|
b
|
2
1
4
)

最
も
憂
慮
す
べ
き
は
、
私
情
の
蔓
延
に
よ
っ
て
。
公
論
。
が
隠
伏
し
、
長
官
が
行
政
の
寅
情
や
課
題
を
的
確
に
把
握
し
え
な
い
こ
と
で
あ
る

と
理
念
的
に
捉
え
、
官
府
が
如
何
に
し
て
公
論
を
掌
握
す
る
か
こ
そ
が
緊
要
な
課
題
で
あ
る
と
い
う
。
趨
借
が
地
方
官
府
の
腐
敗
構
造
を
改
革

そ
れ
が
公
論
に
基
く
地
方
行
政
の
賓
現
と
い
う
理
念
を
回
碍
す
る
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。

の
劃
象
と
し
た
の
は
、

更
に
、
超
借
は
こ
う
し
た
事
態
を
惹
き
起
し
た
原
因
を
選
法
の
現
吠
に
求
め
、
具
瞳
的
な
要
因
と
し
て

ω長
官
が
僚
囲
網
・
膏
吏
・
街
役
の
人

事
権
を
も
た
な
い
こ
と
、

ω長
官
が
財
政
権
を
も
た
ず
官
吏
が
極
め
て
薄
給
で
あ
る
こ
と
、

ω人
物
の
資
質
で
は
な
く
賄
賂
に
基
く
官
吏
登
用

(
お
〉

が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
の
三
黙
を
奉
げ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
彼
の
究
極
の
理
想
は
、
地
方
長
官
に
人
事
権
を
輿
え
て
賢
材
を
確
寅
に
任
用

す
る
こ
と
に
あ
る
。
し
か
し
、
現
朕
で
は
そ
れ
が
寅
現
不
可
能
で
あ
る
こ
と
を
彼
は
自
費
し
て
お
り
、
寅
現
可
能
性
の
あ
る
改
革
策
を
案
出
す

〈

お

)

る
。
彼
が
提
案
し
た
改
革
の
施
策
は
、
公
論
の
掻
取
策
、
官
府
内
の
綱
紀
粛
正
策
、
教
化
策
の
三
つ
に
大
別
で
き
る
。
次
に
、
三
つ
の
内
容
を

概
観
し
よ
う
。

-105ー

【
公
論
の
掻
取
】
越
借
は
現
在
の
凋
落
し
た
風
俗
の
下
で
も
公
論
は
存
在
し
て
お
り
、

〈

幻

〉

る
際
に
良
工
智
匠
が
要
る
の
と
同
様
に
相
雁
し
い
人
物
が
不
可
依
で
あ
る
と
し
、

そ
の
掻
取
に
は
沙
裏
・
石
中
か
ら
金
・
玉
を
採
取
す

「
上
許
豚
表
書
」
で
は
具
韓
的
施
策
を
次
の
よ
う
に
提
案
し

て
い
る
。今

来
、
自
ら
己
が
俸
を
節
し
、
同
志
の
土
一
・
二
人
或
い
は
四
・
三
人
の
必
ず
其
れ
卒
日
公
を
好
み
私
を
悪
む
者
を
延
致
し
、
但
だ
其
の

性
行
を
求
め
、
其
の
文
華
を
問
わ
ず
、
名
を
官
府
に
籍
せ
し
め
ず
、
従
容
を
得
し
め
、
外
に
在
り
て
は
専
ら
以
て
訪
問
し
て
各
都
隅
の
何

人
忠
信
正
直
な
る
や
、
何
人
孝
弟
修
謹
な
る
や
を
憧
察
し
、

105 

一
一
其
の
姓
名
を
記
さ
し
む
る
に
若
く
は
莫
し
。
:
:
:
固
よ
り
其
の
材
の
大
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小
を
量
り
て
之
を
官
た
ら
し
む
る
こ
と
能
わ
ざ
れ
ば
、
亦
た
宜
し
く
躍
賓
を
以
て
之
を
敬
い
、
以
て
詞
聞
に
備
う
。
或
い
は
至
孝
な
る
も

甚
だ
貧
し
き
者
は
、
則
ち
多
財
好
義
の
者
に
勘
め
て
之
を
岨
ま
し
む
。
惟
だ
に
人
心
を
風
駒
す
る
の
み
に
非
ず
、
市
し
て
諸
慮
の
公
論
、

是
れ
に
由
り
て
得
ぺ
き
に
庶
か
ら
ん
。
百
姓
の
利
病
、
諸
事
の
是
非
、
某
弊
嘗
に
革
む
べ
き
、
某
令
蛍
に
行
う
べ
き
、
皆
な
是
れ
に
由
り

て
之
を
知
る
べ
し
。
叉
た
能
く
夙
夜
競
競
と
し
て
、
自
ら
漏
侵
せ
ず
、
既
に
賢
且
つ
哲
の
人
を
芳
求
し
、
日
ご
と
に
興
に
人
物
の
賢
否
、

政
事
の
得
失
を
討
論
す
れ
ば
、
尤
も
善
を
壷
し
美
を
壷
す
と
震
す
。

(
「
上
許
鯨
予
書
」

『
文
集
』
四
l
a
4
1
b
5
)

長
官
が
俸
給
を
元
手
に
自
己
と
同
じ
く
卒
素
か
ら
公
を
好
み
私
を
悪
む
。
同
志
の
土
少
数
名
(
一
J
四
名
)
を
招
鳴
し
、
管
内
の
ク
忠
信
正

。
孝
弟
修
謹
少
な
人
物
を
探
訪
さ
せ
る
。
そ
し
て
忠
信
正
直
・
孝
弟
修
謹
な
者
へ
の
諮
問
に
よ
っ
て
管
内
各
所
の
公
論
を
獲
得
し
、
行
政

直上
の
諸
課
題
を
把
握
す
る
。
こ
の
諮
問
を
踏
ま
え
、
管
内
の
人
物
の
資
質
や
行
政
の
得
失
に
つ
い
て
。
賢
且
つ
哲
の
人
。

H
同
志
の
士
と
審
議

す
れ
ば
ベ
ス
ト
で
あ
る
と
い
う
。
こ
の
施
策
の
成
否
を
握
る
の
は
、
人
物
調
査
と
審
議
役
を
果
す
同
志
の
士
、
な
ら
び
に
公
論
の
捲
い
手
た
る

-106ー

忠
信
正
直
・
孝
弟
修
謹
な
者
で
あ
る
。

他
の
箇
所
で
は
ク
賢
哲
の

右
の
引
用
の
中
で
賢
且
つ
哲
の
人
と
も
呼
ば
れ
て
お
り
、

(
お
)

ク
至
公
無
私
の
士
。
等
と
換
言
さ
れ
、
ま
た
ム
ヅ
連
携
透
。
と
も
表
現
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
具
瞳
的
に
は
隠
棲
す
る
在
野

(
m
m
)
 

の
讃
番
人
層
と
考
え
て
よ
い
。
忠
信
正
直
・
孝
弟
修
謹
な
者
は
、
。
忠
直
の
士
。
と
も
換
言
さ
れ
て
お
り
、
恐
ら
く
そ
う
し
た
徳
目
を
具
え
る

と
見
倣
さ
れ
た
在
野
の
讃
書
人
層
、
あ
る
い
は
有
徳
者
層
で
あ
ろ
う
。
以
下
、
同
志
の
士
、
忠
信
正
直
・
孝
弟
修
謹
な
者
に
つ
い
て
は
、
便
宜

上
そ
れ
ぞ
れ
賢
士
、
忠
直
の
士
と
統
一
し
て
記
述
す
る
。
概
し
て
、
越
借
の
提
案
す
る
公
論
の
掻
取
策
と
は
、
長
官
と
共
通
の
志
向
を
も
っ
た

在
野
の
讃
書
入
居
H
賢
土
を
媒
と
し
て
、
他
の
讃
書
人
・
有
徳
者
層
H
忠
直
の
士
を
官
府
に
糾
合
し
、
彼
ら
へ
の
諮
問
、
更
に
は
賢
土
た
ち
と

同
志
の
土
は

土ム
γ

ク
賢
士
。

ゥ
賢
者
。

の
審
議
を
通
し
て
公
論
を
掌
握
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

「
治
鯨
樺
宜
」
で
は
、
③
〈
任
忠
直
以
震
耳
目
〉
、
④
〈
稽
於
衆
以
採
公
論
〉
、
⑤
〈
用
知
識
以
矯
股
肱
〉
の
項
で
同
様
の
公
論
の
掻
取
策
を

提
案
し
て
お
り
、
そ
こ
に
は
「
上
許
勝
安
書
」
に
は
見
ら
れ
な
い
二
つ
の
方
策
も
新
た
に
加
え
ら
れ
て
い
る
。
第
一
は
、
公
論
の
諮
問
針
象
と

(
以
下
、
知
識
の
里
正
と
略
記
す
る
)
を
奪
げ
、
彼
ら
を
牟
月
ご

し
て
忠
直
の
土
の
ほ
か
に
。
各
都
隅
の
行
止
を
慎
み
理
を
知
り
事
を
識
る
里
正
。



と
の
輪
番
で
豚
街
に
つ
め
さ
せ
、

こ
の
方
策
は
、
先
に
見
た
忠
直

(
但
〉

の
土
へ
の
諮
問
が
長
官
の
耳
目
と
す
る
も
の
と
観
念
さ
れ
る
の
に
劃
し
て
、
長
官
の
股
肱
と
す
る
も
の
と
観
念
さ
れ
て
い
る
。
知
識
の
里
正
は

〈

M

M

)

(
上
等
戸
を
出
自
と
す
る
里
正
・
主
首
)
と
明
確
に
匡
別
さ
れ
る
存
在
で
あ
り
、
そ
の
修
辞
は
高
額
資
産
の
所
有
者
と
い

(

m
却

〉

公
論
を
諮
問
し
な
が
ら
日
常
的
な
行
政
を
執
り
行
う
と
い
う
策
で
あ
る
。

。
近
上
の
里
正
・
主
首
。

う
僚
件
以
外
に
知
識
人
と
し
て
の
能
力
を
具
え
た
存
在
で
あ
る
こ
と
を
蓮
想
さ
せ
る
。
元
代
で
は
、
儒
戸
に
認
定
さ
れ
た
人
戸
を
除
き
、
官
僚

身
分
を
有
し
な
い
在
野
の
讃
室
盲
人
層
は
里
正
・
主
首
等
の
役
負
捲
を
優
克
さ
れ
て
お
ら
ず
、
儒
戸
で
さ
え
皇
慶
元
年
(
一
三
二
一
)
以
降
は
径
役

(

お

)

(

川

品

)

克
除
特
権
を
慶
止
さ
れ
た
。
事
賞
、
元
代
後
牢
に
は
讃
書
入
居
が
里
正
等
に
就
役
し
た
例
が
散
見
す
る
。
知
識
の
里
正
と
は
、
恐
ら
く
在
野
の

讃
書
入
居
が
就
役
し
た
里
正
を
指
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
第
二
は
、
先
に
見
た
施
策
の
不
備
、
す
な
わ
ち
忠
直
の
土
が
言
を
壷
さ
な
い
事
態
の
あ

る
こ
と
を
考
慮
し
て
、
諮
問
の
劃
象
を
管
内
外
の
あ
ら
ゆ
る
人
物
に
援
げ
る
と
と
も
に
、
勝
撃
に
目
安
箱
を
設
置
し
て
投
書
を
求
め
、
諮
問
の

(

お

〉

結
果
と
投
書
の
内
容
を
賢
土
た
ち
と
審
議
す
る
と
い
う
策
で
あ
る
。
賢
士
た
ち
と
の
審
議
の
曾
場
は
師
跡
事
の
公
堂
と
具
檀
化
さ
れ
て
お
り
、
そ

れ
は
。
事
校
政
事
に
賀
す
る
有
り
、
政
事
貨
に
事
校
よ
り
出
づ
。
と
い
う
理
念
を
賞
現
し
、
か
っ
。
外
議
。
の
誘
り
を
売
れ
る
こ
と
を
考
慮
し

(

お

)

て
で
あ
る
と
い
う
。

-107ー

【
官
府
内
の
綱
紀
粛
正
】
地
方
官
府
内
の
綱
紀
粛
正
策
は
、
大
別
し
て

ω長
官
の
資
質
向
上
を
園
る
施
策
と

ω膏
吏
統
率
の
た
め
の
施
策
の

(

幻

)

二
つ
か
ら
構
成
さ
れ
る
。
地
方
官
府
の
腐
敗
の
刷
新
は
膏
吏
や
豪
民
よ
り
も
先
ず
長
官
か
ら
着
手
す
べ
き
で
あ
る
と
し
、
「
上
許
豚
安
書
」
で

は
、
そ
の
施
策
と
し
て
路
の
紙
管
が
各
司
・
豚
官
(
銀
事
司
と
蘇
努
〉
を
舎
集
し
て
戒
議
す
る
こ
と
を
提
案
し
て
い
る
。
戒
識
の
内
容
は
、
情
聴
管

と
司
・
際
官
の
職
分
関
係
を
確
認
し
た
上
で
、
今
後
は
司
・
豚
官
へ
の
監
察
を
巌
格
に
賓
施
す
る
こ
と
を
宣
言
し
て
改
心
を
求
め
る
と
と
も

(

叩

品

)

(

叩

却

〉

に
、
公
論
の
掻
取
策
を
奨
脇
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
戒
議
後
に
は
、
綿
密
に
調
査
し
て
巌
格
に
賞
罰
を
行
う
べ
き
で
あ
る
と
い
う
。
「
治

懸
擢
宜
」
の
場
合
は
、
長
官
の
執
務
に
闘
し
て
資
質
向
上
を
園
る
提
案
が
な
さ
れ
て
い
る
。
特
に
留
意
す
べ
き
は
、
②
〈
喜
聞
過
以
開
言
路
〉

の
項
で
提
案
す
る
長
官
の
遁
失
改
正
の
た
め
の
方
策
で
あ
る
。
具
瞳
的
に
は
、
同
僚
、
膏
吏
、
里
正
・
主
首
、
儒
揮
道
人
、
。
諸
慮
の
公
論
を

107 

有
す
る
者
。
に
直
言
を
求
め
る
と
と
も
に
、
目
安
箱
へ
投
書
を
求
め
、
そ
れ
ら
の
内
容
を
賢
土
た
ち
と
審
議
し
て
指
摘
が
異
質
で
あ
れ
ば
虚
心
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(

必

〉

に
誤
り
を
正
し
人
々
に
謝
罪
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
。
こ
の
策
は
、
項
の
標
題
が
示
す
通
り
。
言
路
を
聞
く
。
も
の
と
観
念
さ
れ
て
い
る
。
そ

の
他
、
⑤
〈
臨
以
荘
使
人
敬
畏
〉
、
⑦
〈
奉
上
司
宜
忠
而
敬
〉
、
⑨
〈
慮
重
事
宜
預
修
辞
〉
、
⑬
〈
義
刑
罰
母
作
好
悪
〉
の
項
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
人

と
接
す
る
際
の
態
度
の
あ
り
方
、
上
司

へ
の
仕
え
方
、
重
要
文
書
の
庭
理
、
刑
罰
の
加
え
方
に
つ
い
て
注
意
黙
が
示
さ
れ
て
お
り
、
更
に
⑪

〈
考
貧
富
以
均
賦
役
〉
、
⑫

〈治
証
官
以
杜
妄
告
〉
の
項
で
は
、
徳
役
賦
課
の
不
均
等
の
解
消
、

(

4

)

 

い
っ
た
具
瞳
的
な
行
政
課
題
の
解
決
方
法
も
提
案
さ
れ
て
い
る
。

。
妄
告
。

〈
虚
僑
の
訴
え
〉
の
風
潮
の
解
消
と

「
上
許
燃
費
書
」
で
は
、
路
綿
管
府
の
膏
吏
に
戒
識
し
て
改
心
を
求
め
る
ほ
か
、
各
吏
の
携
嘗
業
務
の
う
ち

緊
要
な
も
の
に
つ
い
て
は
執
行
し
た
経
緯
を
帳
簿
に
記
入
さ
せ
、
更
に
そ
の
是
非
を
調
査
し
て
、
不
正
を
行
な
っ
た
場
合
は
巌
重
に
慮
罰
す
ベ

(

必

〉

き
こ
と
を
提
案
し
て
い
る
。
こ
れ
は
路
綿
管
府
レ
ヴ
ェ
ル
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
携
嘗
業
務
の
把
握
は
膏
吏
統
率
の
支
柱
と
な
る
策
で
あ

り
、
専
ら
牒
政
に
つ
い
て
述
べ
た
「
治
鯨
権
宜
」
の
場
合
も
、
⑬
〈
各
房
事
責
有
所
信
仰
〉
の
項
に
お
い
て
六
房
の
各
房
ご
と
に
帳
簿
を
設
け
各

(
川
町
〉

吏
の
措
嘗
業
務
を
記
載
し
て
チ
ェ
ッ
ク
す
る
こ
と
が
提
案
さ
れ
て
い
る
。
更
に
「
治
牒
擢
宜
」
で
は
、
③
〈
御
群
下
以
薩
止
能
〉
の
項
で
、
勝

衛
内
に
お
け
る
膏
吏
・
街
役
(
司
吏
・
貼
書、

祇
候
・
禁
子
〉
の
準
退
出
入
を
詳
細
に
規
制
す
る
と
と
も
に
、
ク
謹
躍
節
簿
。
と
呼
ぶ
帳
簿
を

(
川
崎
〉

置
い
て
彼
ら
の
進
退

・
容
態
が
躍
節
に
適
っ
て
い
る
か
否
か
チ
ェ
ッ
ク
す
る
よ
う
提
案
さ
れ
、
ま
た
⑮
〈
制
吏
卒
宜
察
行
止
〉
の
項
で
、

(

必

)

吏
行
簿
0

・0

考
卒
行
簿
。
と
呼
ぶ
帳
簿
を
設
け
て
膏
吏
・
街
役
の
勤
務
紋
態
を
把
握
す
べ
き
こ
と
が
提
案
さ
れ
て
い
る
。

膏
吏
統
率
の
施
策
を
見
ょ
う
。
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。考

教

化
}
官
府
と
不
営
に
結
託
す
る
存
在
と
し
て
趨
借
が
特
に
留
意
し
た
の
は
地
域
の
豪
民
層
で
あ
り
、
教
化
策
は
そ
の
母
瞳
と
な
る
富

裕
な
人
民
を
主
な
封
象
に
提
起
さ
れ
て
い
る
。

。
稼
稽
の
難
難
を
知
ら
ず
、
大
卒
荒
淫
禁
無
く
、
反
て
貧
困
な
る
者
の
検
束
有
る
に
若
か
ず
。

と
い
う
。
富
家
の
子
弟
。
の
現
欣
と
全
て
の
人
戸
に
教
化
を
行
き
渡
ら
せ
る
の
は
困
難
で
あ
る
朕
況
を
考
慮
し
て
、

「
上
許
豚
ヰ
ア
書
」
で
は
次

の
よ
う
な
教
化
策
を
提
案
す
る
。
管
内
各
都
・
隅
の

J
E問
足
の
人
民
々
を
調
査
し
て
、
父
子
・
兄
弟

・
夫
婦
の
聞
が
不
和
で
あ
る
者
、

お
よ
び

。
豪
一筋
兇
悪
に
し
て
人
害
を
震
す
者
ク
を
社
長
や
里
正
・
主
首
に
教
戒
さ
せ
る
。
教
戒
の
後
に
は
、
調
査
を
行
い
、
改
心
し
た
者
は
表
彰
し
、

(
日
叩
〉

改
心
し
な
い
者
は
官
府
に
連
行
し
て
入
念
に
教
戒
し
、
依
然
と
し
て
改
心
し
な
い
場
合
は
厳
重
に
慮
罰
す
る
と
い
う
。

「
治
鯨
権
宜
」
で
は



⑪
〈
明
人
倫
輿
古
拳
校
〉
の
項
で
富
足
の
人
民
に
封
す
る
同
様
の
方
策
を
提
案
す
る
ほ
か
、
⑫
〈
彰
善
良
以
耳
邪
悪
〉
の
項
で
一
般
の
人
民
に

射
す
る
教
化
策
も
提
案
し
て
い
る
。
管
内
の
人
民
の
素
行
を
調
査
し
善
良
な
者
と
邪
悪
な
者
の
姓
名
・
人
数
を
そ
れ
ぞ
れ
。
彰
善
簿
。
.

0

療
悪

(
円
山
〉

簿
。
と
呼
ぶ
帳
簿
に
記
入
し
て
、
善
良
な
者
は
表
彰
し
、
邪
悪
な
者
は
入
念
に
教
戒
・
虚
罰
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
。

以
上
概
観
し
た
三
つ
の
改
革
策
の
う
ち
、
改
革
構
想
の
機
軸
と
な
る
の
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
公
論
の
掻
取
策
で
あ
る
。
趨
借
が
嘗
時
の
地

方
政
治
の
最
重
要
課
題
と
し
た
の
は
公
論
に
適
っ
た
行
政
の
寅
現
で
あ
り
、
ま
た
官
府
内
の
綱
紀
粛
正
策
、
教
化
策
も
公
論
の
靖
取
に
基
礎
づ

け
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
官
府
内
の
綱
紀
粛
正
策
か
ら
確
認
す
れ
ば
、
長
官
の
資
質
向
上
を
園
る
施
策
の
場
合
、
前
述
の
通
り
、
長
官
の

遁
失
改
正
が
。
諸
慮
の
公
論
を
有
す
る
者
。
等
の
直
言
を
踏
ま
え
て
行
う
よ
う
考
案
さ
れ
て
い
た
ほ
か
、
重
要
文
書
の
慮
理
、
刑
罰
の
加
え
方

〈
崎
明
)

に
つ
い
て
も
。
公
論
を
有
す
る
の
人
。
の
意
見
、
。
君
子
の
公
論
。
を
求
め
る
よ
う
提
案
さ
れ
て
い
る
。
膏
吏
統
率
の
施
策
で
は
、
膏
吏
・
街

〈
的
制
〉

役
の
勤
務
朕
態
の
把
握
は
公
論
の
審
察
に
依
る
と
さ
れ
て
い
る
。
教
化
策
に
閲
し
て
も
、
管
内
の
人
民
の
素
行
調
査
は
公
論
の
審
察
に
基
く
と

(

印

)

さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
に
加
え
、
考
吏
行
簿
・
考
卒
行
簿
・
彰
善
簿
・
療
悪
簿
な
ど
各
種
帳
簿
の
記
載
内
容
は
賢
土
た
ち
と
審
議
す
べ
き
で
あ

(

日

〉

る
と
い
う
。
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約
言
す
れ
ば
、
嘗
時
の
地
方
政
治
の
最
重
要
課
題
を
公
論
に
基
く
行
政
の
貫
現
に
見
出
し
た
越
借
の
地
方
政
治
改
革
構
想
と
は
、
長
官
と
共

通
の
志
向
を
も
っ
在
野
の
讃
書
人
屠
H
賢
土
を
媒
介
と
し
て
他
の
謹
書
人
・
有
徳
者
層
H
忠
直
の
士
、
知
識
の
里
正
を
官
府
に
糾
合
し
、
彼
ら

へ
の
諮
問
、
讃
書
人
H
賢
土
た
ち
と
の
審
議
を
通
し
て
公
論
の
掻
取
を
圃
る
と
と
も
に
、
こ
れ
を
基
礎
に
官
府
内
の
綱
紀
粛
正
と
教
化
を
行
い

膏
吏
の
不
正
行
震
や
官
府
と
豪
民
の
結
託
を
防
止
し
て
、
地
方
政
治
を
刷
新
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
う
し
た
地
方
政
治
改
革
構
想
は
、
公
論
の
重
視
、
公
論
の
審
議
舎
場
を
撃
校
と
す
る
黙
な
ど
に
着
目
す
れ
ば
、
責
宗
義
に
代
表
さ
れ
る
明

末
清
初
期
の
思
潮
の
先
騒
と
見
倣
せ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
こ
で
注
視
す
べ
き
は
、
趨
借
の
改
革
構
想
が
先
に
確
認
し
た
明
初
の

地
方
政
治
改
革
と
極
め
て
類
似
す
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
越
借
の
改
革
案
は
鄭
鯨
晋
ノ
許
慶
大
と
慈
漠
勝
安
陳
麟
に
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
ら

れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
章
を
改
め
て
、
趨
借
の
改
革
構
想
と
明
初
地
方
政
治
改
革
と
の
共
通
性
、
な
ら
び
に
改
革
案
の
現
質
性
を
検
討
し
て
、
越

109 
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借
の
地
方
政
治
改
革
構
想
の
歴
史
的
位
置
附
け
を
試
み
よ
う。

明
初
地
方
政
治
改
革
に
劃
す
る
先
腫
性

越
僧
の
地
方
政
治
改
革
構
想
と
明
初
の
地
方
政
治
改
革
に
は
、

ま
ず
施
策
の
面
で
共
通
性
が
認
め
ら
れ
る
。
第
一
に
奉
げ
る
べ
き
は
、
在
野

の
讃
書
人
や
有
徳
者
層
を
地
方
政
治
の
諮
問
役
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
黙
に
つ
い
て
は
前
章
一
ま
で
の
所
見
で
十
分
で
あ
ろ
う。

第
二
は
、

捨
嘗
業
務
の
把
握
を
桂
と
し
た
膏
吏
統
率
で
あ
る
。
明
初
の
場
合
、

「
到
任
須
知
」
に
よ
る
官
府
・
管
内
事
情
の
把
握
が
膏
吏
統
率
に
牧
赦
す

る
仕
組
に
な
っ
て
い
た
が
、
趨
借
の
改
革
案
の
膏
吏
統
率
も
公
論
の
掻
取
策
を
前
提
と
し
て
い
る
か
ら
、
同
様
に
管
内
事
情
の
把
握
を
基
礎
と

類
似
し
て
い
る
。

し
た
膏
吏
統
率
と
い
え
よ
う
。
第
三
に
、
第
一
章
で
の
確
認
は
割
愛
し
た
が
、
明
初
一
に
貫
施
さ
れ
た
教
化
策
は
、
越
借
が
考
案
し
た
教
化
策
と

(

臼

)

洪
武
五
年
三
三
七
二
)
か
ら
里
内
に
設
置
さ
れ
た
申
明
亭
・
控
善
亭
に
お
け
る
教
化
と
越
借
が
提
案
す
る
彰
善
簿
・
庫
悪

簿
を
用
い
た
教
化
は
、

人
民
の
素
行
を
把
握
し
た
上
で
の
勧
善
懲
悪
主
義
に
基
く
教
化
と
い
う
意
味
で
共
通
す
る
。

(

臼

)

三
年
〈
一
三
七
O
)
二
月
の
太
租
朱
元
毒
自
ら
の
訓
識
や
義
門
へ
の
控
表
な
ど
富
民
層
に
劃
す
る
教
化
も
行
わ
れ
た
。

(
明
初
の
場
合
、
土
地
所
有
額
七
頃
以
上
、
税
糧
負
指
額
一

O
O石
以
上
〉
は

ま
た
明
初
に
は
、
洪
武
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越
借
が
教
化
の
主
な
封

象
と
し
た
富
裕
な
人
民
と
明
初
の
富
民
屠
が
同
規
模
で
あ
っ
た
か
否
か

剣
然
と
し
な
い
も
の
の
、
豪
民
と
化
す
危
険
性
の
高
い
こ
と
を
理
由
に
富
裕
な
階
層
の
人
民
を
重
視
す
る
貼
で
、
越
借
の
数
化
策
と
明
初
の
富

民
層
に
劃
す
る
数
化
は
共
通
す
る
。

改
革
の
施
策
が
共
通
す
る
こ
と
以
上
に
重
要
な
の
は
、
明
初
の
地
方
政
治
改
革
も
、
超
借
の
改
革
構
想
と
同
様
に
公
論
に
基
く
地
方
行
政
の

寅
現
と
い
う
理
念
に
支
え
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
を
示
唆
す
る
の
は
『
数
民
務
文
』
の
記
述
で
あ
る
。
里
老
人
が
背

任
行
震
を
犯
し
た
場
合
の
規
定
で
あ
る
第
八
僚
を
見
ょ
う
。

老
人
の
中
、
有
等
の
正
事
を
行
わ
ず
、
法
を
街
み
て
姦
を
矯
し
、
衆
人
の
公
論
に
依
ら
ず
、
境
擾
壊
事
す
る
者
は
、
衆
老
人
の
奪
え
て
京

に
赴
き
来
る
を
許
す
。



こ
こ
で
は
、
人
々
の
公
論
に
基
か
ず
悪
事
を
働
く
こ
と
が
問
題
と
さ
れ
て
い
る
。
裏
を
返
せ
ば
、
本
来
、
里
老
人
は
人
々
の
公
論
に
基
い
た

職
務
遂
行
を
要
請
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
、
地
方
行
政
に
劃
す
る
里
老
人
の
監
察
権
を
規
定
し
た
第
二
ニ
篠
に
は
次
の
よ
う
に
あ

る。

朝
廷
官
を
設
け
職
を
分
つ
は
、
本
よ
り
民
を
安
ん
ず
る
が
震
に
す
。
除
授
の
際
、
賢
否
を
知
ら
ず
、
任
に
到
り
て
事
を
行
い
、
方
に
善
悪

を
見
る
。
果
し
て
能
く
公
勤
廉
潔
に
し
て
、
民
の
魚
に
一
帽
を
造
す
者
、
或
い
は
人
の
謹
陥
を
被
れ
ば
、
里
・
老
人
等
の
大
詰
の
内
に
遁
依

し
て
、
多
人
も
て
奏
保
す
る
を
許
し
、
以
て
鼎
理
に
湿
る
。
如
し
麟
貧
害
民
の
者
有
れ
ば
、
亦
た
先
降
の
牌
内
の
事
例
に
照
依
し
、
再
三

動
諌
す
る
を
許
す
。
如
し
果
し
て
従
わ
ざ
れ
ば
、
責
跡
を
指
陳
し
、
綿
縛
し
て
京
に
赴
か
し
め
、
以
て
民
害
を
除
く
。
九
そ
保
奏
す
る
者

か

な

ら

は
、
須
く
衆
皆
な
善
と
稽
す
る
を
要
む
べ
し
。
締
縛
す
る
者
は
、
須
く
衆
其
の
悪
を
知
る
を
要
む
べ
し
。
務
在
ず
多
人
に
し
て
、
方
に
公

論
を
見
る
。
若
し
止
だ
三
・
五
人
・
十
数
人
其
の
善
悪
を
稿
す
る
の
み
な
れ
ば
、
人
情
偏
向
し
、
朝
廷
以
て
准
信
す
る
に
難
し
。
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廉
潔
で
善
政
に
努
め
る
地
方
官
が
謹
告
を
受
け
た
場
合
の
保
奏
、
諌
言
に
雁
ぜ
ず
私
利
を
貧
る
地
方
官
の
逮
捕
連
行
に
は
、
嘗
地
の
人
民
の

大
多
数
が
地
方
官
の
善
悪
を
認
知
し
て
い
る
こ
と
が
要
件
と
さ
れ
た
。
そ
れ
は
、
多
数
の
人
々
の
認
知
を
倹
っ
て
こ
そ
公
論
を
認
識
し
得
る
か

ら
で
あ
る
と
い
う
。

こ
れ
ら
に
よ
れ
ば
、
人
々
の
信
望
の
厚
い
有
徳
者
を
郷
村
行
政
に
従
事
さ
せ
る
と
と
も
に
、
彼
ら
に
地
方
政
治
の
諮
問
役
と
監
禁
面
奏
の
擢

限
を
付
興
し
た
の
は
、
公
論
に
遇
っ
た
地
方
行
政
の
貧
現
と
い
う
理
念
に
基
い
て
い
た
と
い
え
る
。
在
野
の
讃
書
人
屠
の
起
用
に
つ
い
て
も
、

有
徳
者
の
場
合
と
同
様
の
権
限
が
認
め
ら
れ
て
い
た
か
ら
、
同
じ
理
念
に
基
い
た
も
の
と
考
え
て
よ
い
。
事
賞
、
洪
武
一
五
年
(
一
三
八
二
〉

二
月
、
太
租
朱
元
嘩
は
、
勝
官
五

O
徐
人
の
絞
任
に
際
し
て
善
政
に
努
め
人
民
の
支
持
を
得
る
よ
う
説
い
た
訓
誌
の
中
で
、
善
政
・
悪
政
を
的

〈

臼

)

確
に
評
慣
す
る
も
の
と
し
て
。
朝
廷
の
公
論
。
を
奉
げ
て
お
り
、
施
政
に
臨
み
朱
元
環
は
明
ら
か
に
公
論
の
存
在
を
重
視
し
て
い
た
。
在
野
の

公
論
の
掻
取
策
を
全
国
家
的
規
模
に
旗
大

111 

謹
書
人
や
有
徳
者
層
に
付
輿
さ
れ
た
権
限
の
う
ち
、

L
、
朱
元
嘩
の
下
に
公
論
を
集
中
さ
せ
る
た
め
の
施
策
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

地
方
行
政
に
闘
す
る
監
察
面
奏
の
権
限
は
、
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さ
て
、
施
策
と
理
念
の
南
面
と
も
に
明
初
の
地
方
政
治
改
革
と
共
通
し
た
趨
借
の
地
方
政
治
改
革
構
想
は
、
都
豚
者
ノ
許
贋
大
と
慈
漢
豚
苦
ノ
陳

麟
に
ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
幸
い
二
人
の
治
績
は
、
そ
れ
ぞ
れ
劉
基
撰
『
誠
意
伯
文
集
』
巻
九
「
故
郵
勝
安
許
君
遺
愛
碑
銘
」

(
四
庫
金
書
本
〉
、
戴
良
撰
『
九
霊
山
房
集
』
巻
一
一
一
一
一
「
元
中
順
大
夫
秘
書
監
丞
陳
君
墓
志
銘
」
の
記
述
に
よ
っ
て
確
認
で
き
る
。
次
に
、
許
慶

大
と
陳
麟
の
治
績
を
も
と
に
趨
僧
の
改
革
案
の
現
貫
性
を
検
討
し
よ
う
。

「
故
郵
麻
弔
ア
許
君
遺
愛
碑
銘
」
に
よ
れ
ば
、
許
贋
大
は
郵
腺
予
に
着
任
す
る
と
、
寛
郷

・
狭
郷
聞
の
箔
役
負
捲
格
差
の
解
消
、
ム
ソ
汗
訟
。
の

取
締
り
に
努
め
る
と
と
も
に
、
裁
剣
の
取
調
べ
・
徴
税
に
乗
じ
た
膏
更
の
下
郷
を
禁
止
し
、
そ
の
結
果
ク
群
吏
皆
な
芳
明
束
手
し
て
立
ち
、
.

:
・
郷
の
人
威
な
業
に
安
ん
ず
る
を
得
。
た
と
い
う
。
ま
た
、
鯨
事
の
先
聖
廟
の
修
復
や
南
東
書
院
の
復
興
な
ど
に
よ
っ
て
士
習
を
刷
新
し
た

ほ
か
、
水
利
・
勧
農
業
務
の
遂
行
に
あ
た
っ
て
は
ゥ
民
情
・
土
俗
の
宜
し
き
。
に
適
う
よ
う
霊
力
し
た
と
俸
え
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
許
贋
大
の

治
績
が
越
借
の
「
上
許
鯨
ヰ
ア
書
」
に
従
っ
た
結
果
で
あ
る
の
か
.と
う
か
は
剣
然
と
し
な
い
。
む
し
ろ
越
借
の
上
蓄
の
方
が
郵
燃
で
の
許
贋
大
の

質
績
や
評
判
に
呼
臆
し
た
も
の
で
あ
っ
た
可
能
性
も
あ
る
。
し
か
し
、
得
役
賦
課
の
不
均
等
と
虚
僑
の
訴
え
の
解
消
は
越
僧
も
具
鰻
的
な
行
政

課
題
と
し
て
重
腕
し
て
い
た
問
題
で
あ
り
、
ま
た
膏
吏
の
不
正
行
痛
の
防
止
、
民
情
に
即
し
た
行
政
の
遂
行
は
趨
借
の
一
貫
し
た
主
張
で
あ
っ

た
。
許
贋
大
の
治
績
が
趨
僧
の
改
革
案
を
寅
践
し
た
結
果
で
あ
る
の
か
否
か
は
定
か
で
な
い
も
の
の
、
少
く
と
も
彼
が
組
惜
の
志
向
と
概
ね
共

通
し
た
勝
政
を
寅
行
し
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

一
方
、
陳
麟
の
場
合
は
、
慈
漠
勝
者
〆
の
着
任
に
あ
た
っ
て
彼
自
ら
越
借
に
師
事
し
た
こ
と
が
「
治
牒
樺
宜
」
提
出
の
契
機
で
あ
る
と
も
俸
え

(

日

)

ら
れ
て
お
り
、
趨
僧
の
改
革
案
を
確
貧
に
寅
行
に
移
し
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

「
元
中
順
大
夫
秘
書
監
丞
陳
君
墓
志
銘
」
の
記
述
を
見

ょ
う
。

君
至
る
や
、

豚
の
寓
公
と
士
大
夫
の
賢
な
る
者
と
を
求
め
、

か

し
、
其
の
憾
伏
を
鈎
き
、
以
て
参
考
に
相
く
。
又
た
古
え
に
放
い
て
括
筒
を
矯
り
、
中
を
虚
し
く
し
て
其
の
上
に
穴
け
、
諸
を
郷
校
に
置

き
て
、
今
、
民
の
言
わ
ん
と
欲
す
る
所
有
れ
ば
、

書
を
其
の
中
に
投
ぜ
し
む
。
而
し
て
其
の
主
名
を
削
る
。
是
れ
に
由
り
て
豚
の
大
小
の

其
の
家
に
聞
き
て
事
を
問
う
。

父
老
来
見
す
れ
ば
、

亦
た
時
時
語
次
尋
緯



事、ず
。
惟
だ
文
書
を
抱
え
て
呈
署
す
る
の
み
。

周
知
せ
ざ
る
は
無
し
。

吏
大
い
に
驚
き
、

君
の
童
く
其
の
請
求
を
受
取
せ
る
の
肢
を
得
た
る
を
以
て
、

喋
み
て
敢
て
一
語
も
出
さ

寄
居
官
を
は
じ
め
と
す
る
在
野
の
讃
書
人
層
、
父
老
と
呼
ば
れ
る
有
徳
者
層
へ
の
諮
問
、
目
安
箱
の
設
置
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
管
内
の

寅
情
を
遁
く
把
握
す
る
と
と
も
に
、
膏
吏
の
行
肢
を
把
握
し
て
彼
ら
の
不
正
行
震
を
規
制
し
た
と
い
う
。
趨
借
の
提
案
し
た
公
論
の
掻
取
策
、

膏
吏
統
率
策
が
明
ら
か
に
貰
行
さ
れ
て
い
る
。
同
じ
墓
誌
銘
に
よ
れ
ば
、
陳
麟
は
ま
た
軍
費
負
捨
の
不
公
卒
、
春
茶
の
歳
貢
を
め
ぐ
る
官
吏
の

不
正
、
鳴
鶴
郷
内
の
堤
防
の
修
築
、
製
盟
業
戸
の
盟
販
買
の
認
可
問
題
と
い
ア
た
人
民
の
疾
苦
を
的
確
に
解
決
し
て
お
り
、
こ
れ
ら
も
公
論
の

掻
取
策
の
成
果
に
違
い
な
い
。
更
に
、
官
府
と
結
託
す
る
存
在
と
し
て
越
借
が
注
意
を
喚
起
し
た
豪
民
層
に
つ
い
て
も
、
彼
は
民
財
を
侵
奪
す

寛
む
者

る
蘇
姓
・
菖
姓
・
陳
姓
の
φ

豪
黙
。
、
盗
賊
を
働
く
。
悪
少
年
少
な
ど
を
捕
捉
・
鹿
断
し
、
そ
の
結
果
。
是
れ
自
り
暴
な
る
者
消
え
、

ひ
と

卒
ら
ぎ
、
遠
近
の
愚
民
、
一
り
も
法
を
犯
す
者
無
し
。
に
至
っ
た
と
い
う
。
そ
の
他
、
准
冠
(
張
土
誠
)
の
侵
攻
に
際
し
て
は
、
自
ら
兵
士
の
教

練
に
あ
た
る
と
と
も
に
、

(

筋

)
正
。
に
緩
微
な
紛
争
の
調
停
・
教
戒
を
捲
わ
せ
る
教
化
策
も
貧
施
し
た
と
停
え
ら
れ
る
。

。
耳
目
手
足
の
人
。
を
設
け
て
速
か
に
圏
練
を
組
織
し
て
お
り
、

ま
た
そ
の
際
に
設
け
た
役
職
の
一
つ
で
あ
る
。
郷

-113ー

こ
う
し
た
陳
麟
の
政
治
貧
践
を
支
え
た
の
は
、
越
借
と
そ
の
門
人
た
ち
の
協
力
で
あ
っ
た
。
圏
練
の
組
織
の
際
に
は
、
趨
借
自
ら
が
陳
麟
の

補
佐
役
と
し
て
参
董
し
た
ほ
か
、
門
人
の
烏
本
良
・
烏
斯
道
兄
弟
も
諮
問
に
鷹
じ
て
お
り
、
特
に
烏
斯
道
は
そ
の
一
年
後
に
「
遺
陳
令
予
書
」

(

幻

〉

を
提
出
し
て
園
練
の
問
題
黙
を
直
言
し
て
い
る
。
ま
た
卒
時
の
豚
政
に
つ
い
て
も
、
烏
本
良
が
ク
篤
政
の
要
。
を
篠
陳
し
、
同
じ
門
人
の
周
堅

(

犯

)

が
，
ヶ
繕
紳
諸
公
。
に
劃
す
る
諮
問
の
列
に
加
わ
っ
て
い
た
と
い
う
。

以
上
見
た
遁
り
、
趨
僧
の
地
方
政
治
改
革
構
想
は
、
明
初
の
地
方
政
治
改
革
と
共
通
性
を
有
し
た
だ
け
で
な
く
、
趨
僧
自
身
と
そ
の
門
人
た

ち
に
支
え
ら
れ
な
が
ら
確
寅
に
貫
行
に
も
移
さ
れ
て
い
た
。
越
借
の
改
革
案
は
、
決
し
て
机
上
の
空
論
で
は
な
く
、
首
時
の
祉
舎
に
お
い
て
貫

数
性
を
も
っ
て
い
た
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
越
借
の
改
革
構
想
は
明
初
地
方
政
治
改
革
の
先
騒
と
い
え
よ
う
。

113 

で
は
、
越
僧
の
地
方
政
治
改
革
構
想
と
明
初
の
地
方
政
治
改
革
と
の
聞
に
は
具
程
的
に
ど
の
よ
う
な
関
係
が
あ
司
た
の
だ
ろ
う
か
。
越
借
自
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身
は
明
朝
成
立
の
二
年
前
に
他
界
し
て
お
り
、
朱
元
建
に
接
し
た
形
跡
は
な
い
。

し
か
し
、
越
借
の
門
人
の
中
に
は
、
明
朝
に
出
仕
し
て
重
臣

と
な
っ
た
者
が
い
る
。
洪
武
六
年
(
二
ニ
七
三
〉
の
徴
轄
に
よ
っ
て
太
子
正
字
を
授
か
り
、
一
一
年
(
一
三
七
八
)
三
月
に
は
音
王
府
右
停
(
洪
武

(

回

〉

一
一
一
一
年
以
降
は
主
府
の
官
制
改
革
に
よ
っ
て
菅
王
府
左
長
史
)
に
陸
っ
た
桂
彦
良
(
名
は
徳
稿
、
慈
渓
燃
の
人
、
二
一
一
一
一
一
|
八
七
年
)
で
あ
る
。
彼
は
、

(
印
〉

『
明
史
』
の
俸
に
よ
れ
ば
宋
糠
や
劉
基
に
も
優
る
ク
江
南
の
大
儒
々
と
評
さ
れ
て
い
た
と
い
う
。
洪
武

一

朱
元
理
の
厚
い
信
任
を
得
て
お
り
、

五
年
三
三
八
二
)
九
月
に
は
、

そ
の
一
二
傑
の
う
ち
特
に

ク
十
二
日
贋
諮
訪
。
は
、
趨
借
の
公
論
掻
取
の
理
念
と
同
様
の
主
張
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
の
上
書
に
よ
っ
て
、
桂
彦
良
は

(

m

U

)

 

。
彦
良
の
若
き
は
通
儒
と
調
う
ベ
し
。
と
の
高
い
賞
賛
を
受
け
て
い
る
。
断
言
は
控
え
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
こ
う
し
た
桂
彦
良
の
履
歴
に
基
け

施
政
の
理
念
と
課
題
を
二
一
篠
に
整
理
し
た

「
太
卒
治
要
」
を
上
書
し
て
お
り
、

ん

γ

三
田
順
人
心
タ

ば
、
趨
借
の
地
方
政
治
改
革
構
想
は
桂
産
良
を
介
し
て
朱
元
嘩
に
影
響
を
輿
え
、
明
朝
園
家
に
纏
承
さ
れ
て
い
っ
た
と
推
測
す
る
の
も
不
蛍
で

ふ
a
h
pふ
、

r
-
A
J
hノ
。

』

T
L
T
F『

B

，

な
お
、
元
代
の
代
表
的
陸
撃
者
と
目
さ
れ
る
趨
借
の
構
想
し
た
改
革
案
が
明
初
地
方
政
治
改
革
の
先
腫
で
あ
っ
た
と
い
う
理
解
は
、
朱
子
事

-114ー

が
園
教
化
さ
れ
庚
範
に
受
容
さ
れ
て
い
た
嘗
時
の
思
想
朕
況
か
ら
見
れ
ば
奇
怪
に
映
る
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
こ
の
疑
念
は
最
近
の
元
末
明

初
思
想
史
研
究
の
次
の
成
果
に
よ
っ
て
埋
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
馬
淵
昌
也
氏
に
よ
れ
ば
、
一
回
世
紀
半
ば
の
元
末
明
初
に
は
、
朱
子
撃
の
修

養
論
と
し
て
の
あ
り
方
に
疑
義
を
抱
く
知
識
人
が
現
れ
、
婆
州

・
徽
州
と
い
っ
た
朱
子
皐
の
淵
叢
で
も
陸
撃
に
好
一
意
的
な
態
度
を
一
示
す
融
和
的

(

位

)

思
潮
が
出
現
し
て
お
り
、
と
く
に
戴
良
や
宋
澱
な
ど
指
導
者
的
立
場
に
あ
る
知
識
人
の
聞
に
顕
著
で
あ
っ
た
と
い
う
。

嘗
時
、
公
論
に
基
く
行
政
の
賞
現
を
目
指
し
た
動
き
は
、
慶
元
路
慈
渓
豚
・
鄭
豚
だ
け
に
限
定
さ
れ
ず
、
江
南
の
他
の
地
域
か
ら
も
看
取
さ

①

荒

田

の

復

墾

、

③

豪

民

至
正
二
二
年
三
三
六
二
)
頃
、
常
州
路
武
進
豚
の
庭
土
謝
鷹
芳
は
、
②
被
災
国
土
の
克
税
、

の
高
利
貸
の
規
制
、
④
軍
糧
の
備
蓄
、
⑤
官
吏
の
増
給
の
五
貼
が
嘗
地
周
過
の
緊
要
な
行
政
的
課
題
で
あ
る
こ
と
を
江
新
行
省
左
右
司
郎
中
の

(

臼

)

周
仁
へ
上
書
し
て
お
り
、
謝
麿
芳
自
身
の
言
に
よ
れ
ば
、
こ
の
上
書
は
公
論
に
従
う
こ
と
を
重
ん
じ
虚
飾
な
く
行
な
?
た
と
い
う
。
元
末
の
江

れ
る
。
た
と
え
ば
、

南
で
は
、
慶
元
路
以
外
の
地
で
も
公
論
に
基
い
た
治
政
を
貫
現
し
よ
う
と
す
る
動
き
が
生
じ
て
お
り
、

そ
の
理
念
を
日
常
的
な
地
方
政
治
レ
ヴ



ェ
ル
に
卸
し
て
最
も
韓
系
的
に
具
瞳
化
し
、

か
つ
貧
数
性
を
具
え
て
い
た
の
が
、
越
借
の
地
方
政
治
改
革
構
想
で
あ
っ
た
。

結
び
に
代
え
て
|
|
公
論
の
特
質
と
背
景
|
|

以
上
三
章
に
亙
っ
て
、
超
僧
の
構
想
し
た
地
方
政
治
改
革
案
が
明
初
地
方
政
治
改
革
の
先
腫
と
し
て
の
意
義
を
も
つ
こ
と
を
検
謹
し
た
。
明

初
の
地
方
政
治
改
革
は
決
し
て
明
代
に
至
っ
て
か
ら
突
如
、
構
想
・
寅
施
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
既
に
元
末
の
段
階
で
理
念
・
施
策
の
南
面
と

も
明
初
の
改
革
と
共
逼
す
る
改
革
案
が
瞳
系
的
に
構
想
さ
れ
、
賞
施
に
も
移
さ
れ
て
い
た
。
こ
う
し
た
意
義
を
も
っ
趨
僧
の
地
方
政
治
改
革
構

想
を
何
よ
り
も
特
徴
づ
け
る
の
は
、
公
論
に
基
く
地
方
行
政
の
寅
現
と
い
う
理
念
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
公
論
の
性
格
に
つ
い
て
は
検
討
し
な
い

ま
ま
に
議
論
を
進
め
て
き
た
。
最
後
に
、
趨
借
の
い
う
公
論
の
特
質
を
整
理
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
歴
史
的
背
景
に
つ
い
て
一
定
の
展
望
を
示

し
て
結
び
と
し
よ
う
。

ま
ず
「
上
許
豚
晋
ノ
書
」
で
趨
僧
が
理
想
的
な
治
政
寅
現
の
た
め
の
要
黙
を
五
項
に
整
理
し
た
箇
所
の
一
つ
で
あ
る

〈
大
得
人
心
〉
の
記
述
を

-115ー

見
ょ
う
。九

そ
天
下
を
卒
ら
ぐ
を
士
山
す
者
有
れ
ば
、
天
下
の
人
心
を
牧
め
ん
と
欲
せ
ざ
る
は
莫
し
。
但
し
至
っ
て
牧
め
難
き
者
は
、
天
下
の
人
心
な

り
。
天
下
の
人
心
、
名
利
を
以
て
牧
め
難
く
、
威
力
を
以
て
牧
め
難
し
。
名
利
を
以
て
之
を
恵
む
も
、
公
論
に
協
わ
.さ
れ
ば
、
面
は
恩
を

感
ず
る
と
難
も
、
退
き
て
後
怨
有
り
。

(
「
上
許
勝
者
J

書」

〈
大
得
人
心
〉
『
文
集
』

一
六
l
b
1
9
1
一
七
l
a
|
2
)

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
公
論
掻
取
の
目
的
は
天
下
の
人
心
の
牧
撹
、
換
言
す
れ
ば
園
家
支
配
の
正
嘗
性
の
確
保
に
あ
っ
た
。
だ
が
、
人
心
の
牧
捜

〈

臼

)

が
目
的
と
は
い
え
、
趨
借
の
い
う
公
論
は
、
「
政
治
的
に
論
議
す
る
公
衆
」
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
た
吉
区
広
告
E
gロ
と
は
明
ら
か
に
異
な
っ

て
お
り
、
ま
た
人
民
一
般
の
意
見
と
も
異
な
る
。
越
借
の
い
う
公
論
と
は
、

(

臼

〉

う
表
現
が
端
的
に
物
語
る
よ
う
に
、
人
民
一
般
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
特
定
の
人
物
が
韓
現
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

(

印

)

。
君
子
の
公
論
。
と
い
う
表
現
が
示
す
よ
う
に
、

ク
諸
島
の
公
論
を
有
す
る
者
。
ゃ
。
公
論
を
有
す
る
の
人
。
と
い

し
か
も
、
そ
う
し
た
人
物
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こ
十
h

、

l
t
 

一
定
の
見
識
の
持
主
で
あ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
こ
と
は
、

「
治
豚
権
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宜
」
の
⑤
〈
用
知
識
以
矯
股
肱
〉
に
お
い
て
、
眠
肺
街
に
つ
め
さ
せ
た
知
識
の
里
正
が
も
っ
公
論
を
諮
問
し
な
が
ら
日
常
的
な
行
政
を
執
行
す
る

(

m
山

)

策
を
提
案
し
た
中
で
、
も
し
里
正
が
知
識
に
遁
じ
て
い
な
か
司
た
場
合
は
三
角
見
の
人
。
へ
請
問
さ
せ
る
よ
う
に
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら

か
で
あ
る
。

い
う
ま
で
も
な
く
、
公
論
を
瞳
現
し
得
る
見
識
の
持
主
の
典
型
と
見
倣
さ
れ
た
の
が
、
忠
直
の
土
と
呼
ば
れ
る
在
野
の
謹
書
人
・

有
徳
者
層
に
他
な
ら
な
い
。
但
し
、
見
識
を
具
え
た
特
定
の
人
物
に
よ
っ
て
瞳
現
さ
れ
る
と
は
い
え
、
忠
直
の
土
へ
の
諮
問
の
不
備
を
考
慮
し

(

臼

〉

て
目
安
箱
を
設
置
す
る
策
や
、
公
論
を
輿
論
と
言
い
換
え
て
い
る
箇
所
が
あ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
越
借
の
い
う
公
論
は
人
々
の
意
向
か
ら
全

く
遊
離
し
た
も
の
で
は
な
い
1

む
し
ろ
公
論
掻
取
の
目
的
が
人
心
の
牧
撹
に
あ
る
以
上
、
嘗
然
人
々
の
意
向
に
遭
う
も
の
で
あ
っ
た
。

な
ぜ
公
論
を
瞳
現
す
る
人
物
に
は
一
定
の
見
識
を
も
つ
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
注
目
す
べ
き
は
、
「
上
許
牒
ヰ
ア
書
」

で
営
時
の
凋
落
し
た
風
俗
の
下
で
も
公
論
の
掻
取
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
た
件
に
見
え
る
。
甚
だ
し
き
か
な
、
夫
れ
人
の
良
心
、
浪
減
す

(

印

)

べ
か
ら
ざ
る
や
此
く
の
如
し
。
甚
だ
し
き
か
な
、
夫
れ
人
の
公
論
、
混
減
す
べ
か
ら
ざ
る
や
此
く
の
如
し
ん
ソ
と
い
う
記
述
で
あ
る
。
こ
こ
で
は

。
人
の
良
心
。
と
ク
人
の
公
論
。

と
が
並
列
的
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
同
じ
「
上
許
豚
安
書
」
の
教
化
策
を
提
案
し
た
箇
所
で
は
、

で
は
、
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教
化
の
数
果
は
教
戒
を
受
け
た
一
家
だ
け
で
な
く
、
周
聞
の
親
戚
・
鄭
里
に
も
波
及
す
る
と
し
、
そ
の
根
援
を
ク
良
心
の
本
く
所
に
、
衆
人
の

(

叩

〉

願
う
所
有
り
。
と
述
べ
て
い
る
。
良
心
に
基
く
も
の
は
人
々
の
願
望
に
遭
う
も
の
と
想
定
さ
れ
て
お
り
、
人
の
良
心
と
公
論
と
が
並
列
し
て
捉

え
ら
れ
る
の
は
、
こ
の
認
識
を
基
礎
と
し
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
と
す
れ
ば
、
公
論
の
携
い
手
に
求
め
ら
れ
た
見
識
と
は
人
々
の
願
望
に
通
じ
得

る
良
心
で
あ
り
、
趨
惜
の
い
う
公
論
と
は
、
良
心
を
も
っ
人
物
が
自
ら
の
見
識
を
も
と
に
人
々
の
潜
在
的
な
願
望
・
意
向
を
汲
み
取
り
具
現
し

た
も
の
と
い
え
よ
う
。
公
論
を
瞳
現
す
る
人
物
に
一
定
の
見
識
が
求
め
ら
れ
た
の
は
、
こ
う
し
た
公
論
の
特
質
に
よ
る
。

次
に
、
在
野
の
謹
書
人
や
有
徳
者
層
を
典
型
と
す
る
特
定
の
人
物
が
公
論
を
瞳
現
す
る
と
い
う
観
念
|
|
l
公
論
の
特
質
が
、
ど
の
よ
う
な
社

合
的
現
寅
を
基
礎
と
し
て
い
た
の
か
に
つ
い
て
考
え
よ
う
。
翻
っ
て
み
る
に
、
越
僧
が
改
革
の
封
象
と
し
た
地
方
官
府
の
腐
敗
構
造
は
元
代
に

至
っ
て
か
ら
出
現
し
た
も
の
で
は
な
い
。
膏
吏
の
不
正
行
魚
の
蔓
延
、
豪
民
屠
の
駿
愚
や
官
府
と
の
癒
着
と
い
っ
た
現
象
は
、
南
宋
期
に
既
に

(

九

〉

額
在
化
し
て
い
た
。
元
代
江
南
に
お
け
る
官
府
の
腐
敗
構
造
は
、
お
よ
そ
南
宋
以
来
の
現
象
が
よ
り
進
行
し
た
も
の
と
い
え
る
。
と
同
時
に
南



宋
期
に
は
、
官
能
書
の
中
に
地
方
行
政
を
園
滑
に
途
行
す
る
に
は
管
内
事
情
や
課
題
を
在
野
の
謹
書
入
居
に
諮
問
す
る
よ
う
勧
告
し
た
も
の
が

(

花

〉

(

口

〉

現
れ
、
現
賓
に
土
居
官
・
寄
居
官
・
土
人
ら
が
地
方
行
政
に
積
極
的
に
協
力
・
活
動
し
た
例
も
多
く
確
認
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
南
宋
期
に
は
公

論
や
輿
論
な
ど
に
基
く
行
政
の
遂
行
と
い
う
理
念
も
匪
胎
し
て
い
た
。
そ
れ
は
、
義
役
の
組
織
・
改
革
、
救
荒
事
業
や
祉
倉
改
革
な
ど
の
局
面

に
見
ら
れ
る
。
幾
っ
か
確
認
し
よ
う
。

姦
吏
に
妨
害
を
許
す
こ
と
な
く
。
郷
聞
・
族
黛
φ

の
公

論
に
従
え
ば
、
職
役
負
携
の
弊
害
の
解
消
は
可
能
で
あ
る
と
い
う
認
識
の
下
に
、
知
鯨
の
陸
子
遁
が
管
内
に
義
役
を
組
織
し
て
お
り
、
そ
の
成

(

九

)

功
の
所
以
は
。
輿
人
の
論
。
を
劃
酌
し
た
こ
と
に
あ
司
た
と
陸
子
透
自
ら
述
懐
し
て
い
る
。
ま
た
淳
照
九
年
(
一
一
八
一
一
)
、
提
奉
雨
漸
常
卒
茶

盟
公
事
の
任
に
あ
司
た
朱
烹
は
、
慮
州
域
内
の
義
役
の
問
題
黙
を
指
摘
し
た
「
奏
義
役
利
害
朕
」
の
中
で
、
義
役
の
弊
害
を
解
決
す
る
に
は

(

河

〉

。
衆
論
を
乗
取
ψ

す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
救
荒
や
祉
倉
の
例
を
見
ょ
う
。
淳
祐
一

一
年
(
一
二
五
一
〉
秋
、

笹
が
襲
っ
た
際
、
金
華
豚
の
慮
土
王
柏
は
「
述
民
士
山
」
と
題
す
る
救
荒
策
の
建
白
書
を
委
州
首
局
に
提
出
し
、

公
論
を
掻
取
し
て
貧
官
暴
吏
を
摘
震
・
排
斥
す
る
よ
う
提
案
し
て
い
る
。

義
役
の
事
例
か
ら
血
宅
け
れ
ば
、
嘉
定
一
二
年
(
一
一
二
九
)
、
建
康
府
深
陽
燃
で
は
、

委
州
を
大
飢
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そ
の
第
五
項
〈
斥
逐
貧
官
暴

吏
〉
に
お
い
て

こ
こ
で
公
論
の
播
い
手
と
し
て
期
待
さ
れ
た
の

は
、
通
剣
主
宰
の
荒
政
局
に
参
重
し
て
具
瞳
的
な
救
荒
策
を
審
議
す
る
局
官
で
あ
り
、
局
官
に
は
寄
居
官
三
名
を
招
轄
す
る
よ
う
構
想
さ
れ
て

〈

沌

)

い
た
。
威
淳
五
年
(
一
二
六
九
〉
、
康
徳
軍
に
お
い
て
逼
剣
の
責
震
が
貧
施
し
た
祉
倉
改
革
で
は
、

倉
職
の
業
務
を
監
督
す
る
局
官
が
設
置
さ
れ
た
。

膏
吏
の
苛
歓
談
求
に
起
因
す
る
倉
職
〈
佐
倉

管
理
人
)
の
不
正
行
震
を
防
止
す
る
た
め
に
、

こ
こ
で
も
局
官
の
任
に
あ
た
っ
た
の
は
寄
居

(

作

〉

官
で
あ
り
、
祉
倉
穀
の
他
費
流
用
を
目
論
む
膏
吏
が
現
れ
た
場
合
、
彼
ら
は
。
郷
曲
の
大
義
。
を
主
張
す
る
よ
う
期
待
さ
れ
て
い
た
。

救
荒
や
祉
倉
の
場
合
に
頼
著
な
よ
う
に
、
南
宋
期
に
は
在
野
の
請
書
人
層
が
公
論
を
盟
現
す
る
と
い
う
観
念
ま
で
現
れ
て
い
た
。
祉
舎
組

織
や
祉
舎
事
業
の
組
織
・
改
革
の
局
面
で
こ
う
し
た
観
念
が
生
ま
れ
た
の
は
、
決
し
て
偶
然
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
先
に
筆
者
が
義
役
を
素
材

に
検
誼
し
た
結
合
形
態
と
管
理
統
率
者
の
特
質
に
起
因
す
る
現
象
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
義
役
は
、
あ
る
特
定
個
人
の
自
渡
的
な
提
唱
や

率
先
的
活
動
を
起
貼
に
結
成
さ
れ
、
そ
の
人
物
が
管
理
統
率
に
も
従
事
し
て
献
身
的
に
活
動
す
る
限
り
に
お
い
て
維
持
さ
れ
た
。
こ
の
管
理
統

117 
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卒
者
の
存
在
は
、
組
織
・
成
員
か
ら
の
具
韓
的
委
任
で
は
な
く
個
人
の
自
瑳
的
使
命
感
に
基
い
て
い
た
が
、
組
織
を
維
持
し
得
る
管
理
統
率
者

は
、
恋
意
的
に
で
は
な
く
結
集
す
る
人
々
の
意
向
に
適
う
形
で
行
動
し
て
お
り
、
そ
う
し
た
管
理
統
卒
者
の
多
く
は
在
野
の
讃
書
入
居
に
麗
し

(

沌

)

て
い
た
。
こ
う
し
た
特
質
は
社
倉
の
組
織

・
運
営
に
も
共
通
す
る
。
こ
こ
に
は
、
特
定
の
人
物
し
か
も
|

|
在
野
の
誼
書
入
居
に
属
す
特
定
の

人
物
が
自
己
の
見
識
を
も
と
に
人
々
の
願
望
・
意
向
を
瞳
現
す
る
構
園
が
明
ら
か
に
存
在
し
た
。

し
て
み
れ
ば
、
元
末
、
越
街
の
地
方
政
治
改
革
構
想
は
、
南
宋
期
の
義
役
や
救
荒
・
祉
倉
な
ど
に
お
け
る
在
野
の
讃
書
人
層
の
活
動
を
基
盤

に
形
成
さ
れ
た
理
念
を
踏
ま
え
、
こ
れ
を
日
常
的
な
地
方
政
治
レ
ヴ
ェ
ル
に
ま
で
高
め
て
具
瞳
化
し
た
も
の
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

従
来
、
中
園
史
上
の
公
論
や
輿
論
の
問
題
は
六
朝
史
研
究
や
明
清
史
研
究
に
お
い
て
注
目
を
集
め
、
と
く
に
明
末
に
お
け
る
生
員
た
ち
の
公

(

乃

)

論
の
主
張
・
地
方
公
議
は
、
専
制
園
家
支
配
に
劃
時
す
る
地
方
の
自
己
主
張
の
額
在
化
を
示
す
現
象
と
し
て
理
解
さ
れ
て
き
た
。

小
論
で
扱
つ

た
元
末
明
初
期
の
公
論
が
他
の
時
期
の
公
論

・
輿
論
と
比
較
し
た
場
合
、

ど
の
よ
う
な
特
質
を
も
つ
の
か
に
つ
い
て
は
、
も
は
や
他
日
の
検
討

に
委
ね
ざ
る
を
得
な
い
。
た
だ
、
中
園
専
制
園
家
が
大
き
く
設
展
し
た
明
初
期
に
公
論
に
基
く
行
政
の
貫
現
と
い
う
理
念
を
基
礎
に
地
方
政
治
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ヲ。。 の
改
革
が
行
な
わ
れ
た
こ
と
は
、
少
な
く
と
も
公
論
の
理
念
が
中
園
専
制
園
家
の
園
制
原
理
と
封
立
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
示
唆
し
て
い

註
〔凡
例
〕
著
書
に
牧
録
さ
れ
た
論
文
は
、
原
載
雑
誌
名
等
を
省
略
し
て
原

開
設
表
年
の
み
を
記
す
。

(

1

)

山
根
幸
夫
「
明
太
租
政
権
の
確
立
期
に
つ
い
て
|
|
制
度
史
的
側
面

よ
り
み
た
|
|」
〈
『
史
論
』
二
ニ
、
一
九
六
五
年
)
。
檀
上
覧
「
明
王

朝
成
立
期
の
軌
跡
l
|洪
武
朝
の
疑
獄
事
件
と
京
師
問
題
を
め
ぐ
っ

て
l
l
1
」

(
一
九
七
八
年
、
『
明
朝
専
制
支
配
の
史
的
構
造
』
滋
古
書

院
、
一
九
九
五
年
、
所
牧
)
。

(
2
〉
細
野
浩
二
「
番
宿
制
か
ら
里
老
人
制
へ
|
|
太
祖
の
『
方
巾
御
史
』

創
出
を
め
ぐ
っ
て
|
|
」
(
『
中
山
八
郎
教
授
頚
寄
記
念
明
清
史
論

叢
』
燦
原
書
庖
、
一
九
七
七
年
三
檀
上
覚
コ
元

・明
交
替
の
理
念
と

現
質
|
|
義
門
鄭
氏
を
手
掛
か
り
と
し
て
|
|
」
(
一
九
八
二
年
、
前

掲
『
明
朝
専
制
支
配
の
史
的
構
造
』
所
牧
)
。

(

3

)

植
松
正
「
元
代
江
南
の
一
高
官
の
犯
罪
」
(
『
香
川
大
皐
一
般
教
育

研
究
』
三

O
、
一
九
八
六
年
〉
、
同
「
元
代
江
南
の
地
方
官
任
用
に
つ
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い
て
」
(
『
法
制
史
研
究
』
三
八
、
一
九
八
九
年
)
。

(

4

)

陳
高
華
「
元
末
湖
東
地
主
輿
朱
元
嘩
」
(
一
九
六
三
年
、
『
元
史
研

究
論
稿
』
中
華
書
局
、
一
九
九
一
年
、
所
牧
〉
。
山
根
幸
夫
「
『
元
末
の

反
乱
』
と
明
朝
支
配
の
確
立
」
(
『
岩
波
講
座
世
界
歴
史
二
一
・
中
世

六
』
岩
波
書
庖
、
一
九
七
一
年
〉
。
潰
島
敦
俊
『
明
代
江
南
農
村
社
舎

の
研
究
』
第
一
部
第
一
一
章
「
明
代
前
半
の
水
利
慣
行
」
(
東
京
大
祭
出

版
舎
、
一
九
八
二
年
三
中
島
楽
章
「
徽
州
の
地
域
名
望
家
と
明
代
の

老
人
制
」
(
『
東
方
皐
』
九

O
、
一
九
九
五
年
)
。

(
5
)
』

ozd〈

-
U
R
P
F
Pミ
5
S
U遣
S
A
K
H
R
R
Q
~
H
U
E
-

'》

hh民

ShHNNSHE
芯

H
F
G
3
5
h
m持
久

Ht
足
立
h
b
H
g
h
q
-

C
巳
〈

oaxu、
。
聞
の
巳
広
O

円
巳
印
刷
》
『
O
曲
目

-

H

由∞
N
-

(
6
〉
楠
本
正
縫
『
宋
明
時
代
儒
皐
思
想
の
研
究
』
第
二
編
第
二
章
(
庚
池

皐
園
出
版
部
、
一
九
六
二
年
)
。
陳
高
華
コ
克
代
陵
皐
」
(
一
九
八
三

年
、
前
掲
『
元
史
研
究
論
稿
』
所
枚
〉
。
馬
淵
昌
也
「
元
・
明
初
性
理

皐
の
一
側
面
|
|
朱
子
準
の
凋
漫
と
孫
作
の
思
想
」
(
『
中
園
哲
皐
研

究
』
四
、
一
九
九
二
年
〉
。
な
お
、
越
借
の
皐
統
と
履
歴
の
詳
細
に
つ

い
て
は
、
『
宋
元
皐
案
』
巻
九
三
「
静
明
資
峰
皐
案
」
、
光
絡
『
慈
渓

豚
士
山
』
巻
二
五
、
列
停
二
の
停
、
参
照
。

〈
7
〉
「
到
任
須
知
」
の
公
布
時
期
に
つ
い
て
は
判
然
と
し
な
い
が
、
そ
の

項
目
の
一
つ
に
②
〈
番
宿
〉
が
あ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
番
宿
制
が
寅

施
さ
れ
て
い
た
洪
武
一
四
年
の
里
甲
制
施
行
ま
も
な
い
頃
か
ら
洪
武
二

一
年
八
月
ま
で
の
聞
に
公
布
さ
れ
た
に
違
い
な
い
。
な
お
、
洪
武
一
一
一
一
一

年
公
布
の
「
責
任
後
例
」
(
正
徳
『
大
明
舎
典
』
巻
一
五
吏
部
一
回
)

は
、
「
到
任
須
知
」
の
敬
一
ホ
に
闘
し
た
地
方
官
の
監
察
制
度
を
規
定
し

て
い
る
。

正
徳
『
大
明
曾
典
』
巻
一
一
吏
部
一

O
「
到
任
須
知
二
」

九
新
官
到
任
、
其
先
任
首
領
官
・
六
房
吏
典
、
限
十
日
以
裏
、
終

各
房
承
管
画
廊
有
事
務
、
逐
一
分
諮
、
依
式
捜
造
文
加
、
従
賓
開

報。

正
徳
『
大
明
曾
奥
』
巻
一

O
吏
部
九
「
到
任
須
知
ご

凡
到
任
那
一
日
、
便
問
先
任
官
・
首
領
官
・
六
房
吏
典
、
要
諸
物

諸
事
明
白
、
件
数
須
知
。

(
叩
〉
小
山
正
明
「
明
代
の
根
長
|
|
と
く
に
前
牢
期
の
江
南
デ
ル
タ
地
帯

を
中
心
に
し
て
|
|
」
(
一
九
六
九
年
、
『
明
清
祉
曾
経
済
史
研
究
』

東
京
大
皐
出
版
舎
、
一
九
九
二
年
、
所
牧
〉
。
森
正
夫
「
明
代
の
郷
紳

|
1
土
大
夫
と
地
域
社
舎
の
関
連
に
つ
い
て
の
覚
書
|
|
」
〈
『
名
古
屋

大
皐
文
皐
部
研
究
論
集
』
七
七
・
史
皐
二
六
、
一
九
八

O
年)。

(
日
〉
正
徳
『
大
明
舎
典
』
巻
一

O
吏
部
九
「
到
任
須
知
ご
②
〈
境
内
儒

者〉

所
属
境
内
之
民
、
賢
愚
不
等
。
其
閲
儒
者
、
或
有
精
通
経
典
、
或

有
長
於
文
章
、
或
有
牧
民
叡
衆
之
能
、
或
有
幹
緋
小
才
之
用
。
皆

蛍
察
其
能
否
、
記
其
姓
名
、
一
可
訪
問
以
補
政
治
、
二
可
充
貢
以

資
任
用
。

(
ロ
)
小
畑
龍
雄
「
明
代
郷
村
の
教
化
と
裁
判
1
|
申
明
亭
を
中
心
と
し

て
|
|
」
(
『
東
洋
史
研
究
』
一
一
ー
ー
五
・
六
、
一
九
五
二
年
〉
。
前
掲

註〈
2
〉
細
野
論
文
。
三
木
聴
「
明
代
里
老
人
制
の
再
検
討
」
(
『
海
南

史
祭
』
一
一
一

O
、
一
九
九
二
年
〉
。

(
日
)
前
掲
註
(
2
〉
細
野
論
文
。

(

M

)

本
文
一
一
一
一
貝
の
引
用
、
参
照
。

(
日
)
同
趣
旨
で
あ
る
た
め
、
⑧
〈
起
滅
詞
訟
〉
の
記
述
(
正
徳
『
大
明
曾

(
8
)
 

(
9
)
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典
』
巻
一

O
吏
部
九
「
到
任
須
知
一
」
)
の
み
を
示
す
。

但
恐
到
任
之
初
、
一
時
吏
典
人
等
、
訪
等
不
賞
、
以
善
信
用
悪
、
反

害
忠
良
。
必
須
到
任
之
後
、
詳
細
究
間
的
賞
、
注
其
姓
名
、
以
侯

再
犯
、
則
悪
者
知
憾
、
不
敢
畳
周
非
牟
〈
。
母
得
縦
令
吏
典
人
等
、
指

此
震
名
、
遁
行
取
勘
、
以
致
擾
民
。

(
日
出
〉
前
迫
勝
明
「
明
初
の
番
宿
に
関
す
る
一
考
察
」
(
『
山
根
幸
夫
教
授

退
休
記
念
明
代
史
論
叢
』
上
巻
、
汲
古
書
院
、
一
九
九

O
年〉。

(
げ
)
本
文
一
一
一
頁
の
引
用
、
参
照
。

(
四
)
佐
竹
靖
彦
「
作
邑
自
簸
l
|
官
簸
と
近
世
中
園
の
地
方
行
政
制
度
」

(
滋
賀
秀
三
編
『
中
園
法
制
史
|
i
l
基
本
資
料
の
研
究
』
東
京
大
拳
出

版
舎
、
一
九
九
三
年
)
。

(
四
)
た
と
え
ば
『
州
牒
提
綱
』
巻
二
「
詳
董
地
図
」
、
同
室
田
巻
四
「
筆
月

解
園
」
、
参
照
。

(
却
)
元
代
の
祉
制
に
関
す
る
筆
者
の
理
解
は
、
拙
稿
コ
克
代
勤
農
文
小
考

|
|
元
代
江
南
に
お
け
る
勧
農
の
基
調
と
そ
の
歴
史
的
位
置
|
|
」

(
『
文
皐
部
論
叢
(
熊
本
大
事
〉
』
四
九
、
一
九
九
五
年
〉
。

(
紅
)
清
・
嘉
慶
縦
高
氏
紗
本
の
複
篤
入
手
に
あ
た
っ
て
は
、
一
九
九
二
年

蛍
時
、
中
園
祉
舎
科
翠
院
歴
史
研
究
所
に
留
皐
中
の
吉
尾
寛
氏
、
中
園

祉
曾
科
拳
院
歴
史
研
究
所
圃
書
館
長
の
王
鉱
欣
氏
に
御
霊
力
い
た
だ
い

た
。
記
し
て
感
謝
し
た
い
。

(
幻
)
『
宋
元
皐
案
』
各
九
三
「
静
明
資
峰
皐
案
」
も
、
「
治
豚
権
宜
」
の

梗
概
を
穆
げ
た
後
に
。
先
生
有
輿
許
豚
苛
ノ
害
、
大
意
略
向
。
と
記
す
。

(
幻
〉
「
上
許
豚
予
書
」
〈
『
文
集
』
一
ー
ー
b
i
z
-
一
一
I
l
a
-
4
)

上
古
聖
訓
日
、
元
首
明
哉
、
股
肱
良
哉
、
庶
事
康
哉
。
夫
篤
人
君

者
元
首
也
。
篤
人
臣
者
股
肱
也
。
元
首
惟
明
、
股
肱
惟
良
、
庶
事

(

但

〉

斯
康
失
。
此
誠
立
政
之
要
、
貫
古
今
徹
上
下
、
非
特
治
天
下
者
所

蛍
法
、
凡
受
天
子
命
臨
斯
民
者
、
威
不
可
不
遵
之
。
今
之
郡
豚
、

即
古
之
侯
図
。
今
之
守
令
、
間
古
者
侯
園
之
君
也
。
:
:
・
今
之
守

令
、
非
無
武
従
也
。
有
僚
佐
鷲
、
有
吏
脊
鷲
。
雄
有
其
員
、
而
無

其
賞
。
古
之
篤
武
潟
従
者
、
無
非
長
官
之
股
肱
也
。
今
之
震
京
第

従
者
、
非
特
不
能
震
長
官
之
股
肱
、
遁
以
病
長
官
之
四
肢
、
害
長

官
之
運
用
。

「
上
許
豚
予
書
」

(
『
文
集
』
九
|
a
|
4
1
7
)

叉
況
各
司
豚
官
康
明
者
甚
無
幾
、
惟
貧
残
者
不
乏
。
若
吏
若
卒
、

無
非
篤
其
鷹
犬
。
所
部
豪
民
、
不
公
不
法
、
亦
無
非
俵
其
威
行
其

悪
耳
。

「
上
許
豚
晋
ノ
室
田
」
(
『
文
集
』
一
一
i
a
1
4
1
一
一
一
I
l
a
-
7
)

量
今
之
人
皆
不
如
古
之
人
耶
。
宣
古
之
人
皆
賢
哲
、
今
之
人
絶
無

良
心
耶
。
特
後
世
之
選
法
、
大
失
古
典
、
有
以
使
其
然
成
其
弊

耳
。
自
古
篤
政
者
有
大
様
、
斯
有
大
功
。
天
下
之
権
、
莫
大
於
準

君
子
退
小
人
。
古
者
長
官
得
以
自
簡
乃
僚
、
君
子
由
五
日
而
進
、
小

人
由
吾
而
退
。
噛
席
奪
賞
罰
、
皆
自
吾
市
制
之
。
貧
賎
富
貴
、
皆
自

吾
而
叡
之
。
:
・
:
今
也
則
不
然
。

ω今
之
郡
豚
僚
属
、
皆
非
長
官

所
可
得
而
自
辞
。
雄
脅
吏
微
役
、
亦
非
長
官
所
可
得
而
瓢
捗
。

ω公
家
府
庫
銭
吊
、
叉
非
長
官
所
可
得
而
医
用
。
官
吏
俸
線
甚

湾
、
不
足
以
養
廉
、
不
得
不
貧
墨
以
篤
家
計
。
長
官
不
能
重
其
稼

以
勤
之
。
庶
人
在
官
者
、
甚
至
全
無
升
斗
棟
以
代
其
耕
。
若
不
循

私
、
則
無
以
仰
事
父
母
術
育
妻
子
。
長
官
亦
不
能
常
其
産
以
生
其

恒
心
。
信
用
長
官
者
、
既
不
得
以
進
君
子
退
小
人
、
縦
賢
且
明
、
亦

末
如
之
何
。

ω況
近
世
用
人
、
大
概
惟
論
資
格
、
不
専
論
其
賢
不
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宵
、
天
下
賄
賂
公
行
、
震
官
震
吏
、
一
階
牟
職
、
鮮
有
不
因
私
情

而
得
之
者
。
既
以
在
道
失
節
、
若
非
篤
名
篤
利
、
所
聞
何
事
。
巧

於
究
利
者
、
以
篤
有
能
、
善
於
要
名
者
、
以
震
奇
材
。
俺
法
行
私
、

豪
政
害
民
、
寛
以
鴛
常
。
閲
有
賢
者
、
寅
不
信
周
名
、
叉
不
震
利
。

赤
心
信
用
園
矯
民
、
何
止
百
無
一
、
千
無
一
。
上
下
左
右
、
反
以
篤

怪
而
疾
之
。
(
や
や
長
文
で
あ
る
た
め
、

ω・
ω・
ωの
要
因
を

翠
げ
た
箇
所
の
冒
頭
に
番
践
を
附
し
た
〉

な
お
「
治
照
権
宜
」
③
〈
任
忠
直
以
篤
耳
目
〉
(
『
文
集
』
一
一
O
|
a

6
1
7
)
は
、

ω・
ωの
要
因
に
つ
い
て
端
的
に
。
今
之
長
官
、
縦

有
揮
人
頒
瞭
之
材
、
寅
無
揮
人
頒
蔽
之
権
。
其
左
右
侍
従
、
無
非
離
心

離
徳
、
聾
替
吾
耳
目
、
壊
鋭
吾
政
事
者
。
と
記
す
。

ハ
お
〉
「
上
許
豚
デ
書
」
(
『
文
集
』
一
一
一
一
l
i
b
-
7
1
一
四
|
a
1
2
)

凡
長
官
皆
得
以
自
簡
乃
僚
、
得
以
進
君
子
退
小
人
、
則
庶
僚
允

詰
、
百
志
機
照
、
非
難
事
。
今
則
不
然
。
君
子
非
長
官
所
可
得
而

自
用
、
小
人
非
長
官
所
可
得
而
自
去
。
所
以
左
右
前
後
、
食
官
汚

吏
、
無
非
梯
飢
吾
行
事
者
。
故
不
得
不
自
信
用
之
計
、
不
得
不
従
権

遁
努
以
行
事
。

「
上
許
勝
者
ノ
書
」
(
『
文
集
』
一
一
一
l
b
|
5
1
四
l
a
l
4
)

近
世
風
俗
湊
薄
、
雄
不
古
朴
、
人
之
生
也
本
直
。
十
室
之
邑
、
必

有
忠
信
。
今
夫
里
巷
群
居
、
其
情
扶
大
可
見
。
:
:
:
甚
失
、
夫
人

之
良
心
、
不
可
決
滅
也
如
此
。
甚
失
、
夫
人
之
公
論
、
不
可
決
滅

也
如
此
。
此
瞬
間
然
之
理
、
人
莫
不
知
之
。
若
不
得
其
人
以
哀
取

之
、
則
公
論
亦
不
易
得
。
是
猶
沙
裏
取
金
、
石
中
取
玉
。
若
無
良

工
智
匠
、
安
得
至
賓
。

賢
哲
の
士
、
賢
士
、
賢
者
、
至
公
無
私
の
士
の
表
現
は
、
そ
れ
ぞ
れ

(
幻
〉

(お〉

『
文
集
』
一
O
|
a
|
2
、
一
八
|
a
|
8
、

ー一
八
l
b
l
4
、
一
九

|
b
|
5
J
6
な
ど
に
見
え
る
。
遺
逸
に
つ
い
て
は
、
「
治
豚
櫨
宜
」

①
〈
常
下
士
無
倦
講
明
〉
(
『
文
集
』
一
八
l
a
1
2
1
5
)
に
次
の
よ

う
に
あ
る
。

叉
況
上
下
左
右
、
夙
夜
惟
以
利
用
信
用
今
叫
無
非
陥
吾
於
不
義
者
。

若
不
謙
恭
下
訪
遺
逸
、
求
其
切
瑳
琢
磨
、
則
何
以
縄
慾
糾
謬
。
所

幸
山
林
関
、
幽
人
貞
土
不
乏
、
逗
今
達
古
者
亦
不
少
。

〈m
m
)

忠
直
の
士
と
い
う
表
現
は
、
『
文
集
』
一
一
O
|
b
1
3
な
ど
に
見
え

る。

(
鈎
)
「
治
豚
権
宜
」
⑤
〈
周
知
識
以
信
用
股
肱
〉
(
『
文
集
』
一
一
一
l
b
3

-
9〉

今
僚
左
泊
各
吏
、
既
非
吾
股
肱
、
無
非
製
吾
肘
者
。
凡
有
公
事
、

無
懇
詞
謀
以
園
協
賛
。
是
用
躍
請
各
都
隅
恨
行
止
知
理
議
事
里

正
、
以
篤
吾
股
肱
篤
急
。
:
:
:
各
知
識
星
正
、
毎
半
月
輪
流
在

勝
。
宜
潔
一
合
、
致
敬
以
延
之
、
毎
日
所
行
公
事
、
客
間
公
論
以

行
。
如
各
知
識
来
通
未
知
者
、
則
停
縛
請
問
高
見
之
人
。

(
但
)
こ
の
こ
と
は
、
「
治
蘇
権
宜
」
③
〈
任
忠
直
以
篤
耳
目
〉
、
⑤
〈
用

知
識
以
震
股
肱
〉
の
二
項
の
標
題
が
端
的
に
表
し
て
い
る
。

(
担
〉
近
上
の
塁
正
・
主
首
は
、
「
治
豚
権
宜
」
⑫
〈
治
翫
官
以
社
妄
告
〉

の
中
(
『
文
集
』
二
九
l
a
|
9
〉
で
奉
げ
ら
れ
て
お
り
、
役
割
も
知

識
の
里
正
と
区
別
さ
れ
て
い
る
。

(
お
〉
太
田
菊
一
郎
「
元
代
の
儒
戸
と
儒
籍
」
(
『
東
北
大
皐
東
洋
史
論
集
』

五
、
一
九
九
二
年
〉
。

(
担
〉
一
例
を
奉
げ
て
お
く
。
常
州
路
武
準
燃
の
人
、
王
彬
(
字
は
文
甫
、

一
二
八
二
|
一
三
五
三
年
〉
は
、
六
歳
か
ら
皐
聞
を
始
め
、
卒
素
か
ら
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古
書
を
諌
む
こ
と
を
好
み
、
数
々
の
善
行
に
よ
っ
て
郷
里
の
人
々
の
信

望
を
集
め
た
人
物
で
あ
り
、
彼
は
φ

正
首
。
(
里
正
・
主
首
)
に
就
役

し
た
際
に
は
、
官
府
の
必
要
物
品
の
調
達
や
橋
梁

・
水
利
業
務
等
の
任

務
を
的
確
に
途
行
し
た
と
俸
え
ら
れ
る
。
謝
態
芳
撰
『
勉
集
稿
』
巻

一

三

「
王
悌
子
行
状
」
、
参
照。

〈
お
)
「
治
豚
機
宜
」
④
〈
稽
於
衆
以
探
公
論
〉
(
『
文
集
』
一
一
O
|
b
|
5

ー二一
l
l
a
7
)

既
喜
聞
過
以
開
言
路
、
任
忠
直
以
信
用
耳
目
、
而
又
必
稽
於
衆
者
、

蓋
信
用
忠
直
者
、
無
爵
線
以
栄
養
、
難
責
以
専
其
事
。
復
恐
其
不
能

周
知
諸
事
之
得
失
、
叉
遜
嫌
疑
、
乗
惚
利
害
、
凡
有
是
非
、
不
敢

選
言
。
若
稽
於
衆
、
則
是
是
非
非
、
不
出
於

一
人
之
口
、
嫌
疑
無

自
而
生
、
利
害
無
自
而
錦
、
忠
直
者
、

斯
可
以
謹
言
笑
。
今
宜
置

簿

一
扇
、
専
以
記
輿
論
。
凡

一
切
有
関
係
公
事
、
尤
宜
不
倦
多
方

市
廿
問
左
右
上
下
、
郷
邑
内
外
、
不
探
是
何
人
氏
、
前
後
参
錯
隔

別
、
詞
審
所
言
所
論
、
随
得
開
設
一日
。
の
記
所
言
人
之
姓
名
、
以
備

考
詳
。
其
有
下
情
不
能
上
達
者
、
則
停
質
封
其
言
、
投
於
恩
院
木

祖
中
。
五
日
一
皆
、
以
一
箆
牧
蔵
之
。
曾
至
公
無
私
之
土
於
皐
院

中
、
勝
毎
日
所
書
、
及
木
植
中
投
至
者
、
討
論
是
否
、
更
加
詳

察。

(
お
)
「
治
豚
権
宜
」
①
〈
常
下
士
無
倦
議
明
〉
(
『
文
集
』
一
八
l
a
|
7

t
b
I
8〉

毎
汲
汲
於
抽
暇
、
特
往
察
院
、
曾
集
賢
士
、
従
容
講
明
政
事
得

失
、
人
物
善
慈
、
及
将
諸
簿
所
書
討
論
是
否
、
従
公
定
議
。
:

庶
幾
皐
校
有
資
於
政
事
、
政
事
寅
出
於
血
中
校
、
不
致
鹿
文
。

今
且
請
曾
於
皐
院
公
堂
、
庶
苑
外
議
。

(

竹

山

)

(

叩

却

)

「上
許
豚
予
書
」
(
『
文
集
』
九
|
a
1
7
I
b
-
-
)

有
官
長
得
其
人
、
清
失
明
失
、
賄
賂
不
行
、
無
偏
無
黛
、
則
吏
卒

豪
民
、
何
所
侍
而
敢
建
無
忌
簿
。
今
若
欲
径
治
各
司
豚
吏
民
、
安

可
不
自
官
長
始
。
誓
猶
水
之
失
這
。
若
不
究
其
源
正
其
服
、
則
諸

流
各
波
、
氾
濫
横
行
。
執
能
禦
之
。

「
上
許
係
予
書
」
〈
『文
集
』
九
l
b
1
6
1
一
O
l
a
l
3
)

宜
集
各
司
豚
官
而
誠
之
目
。
朝
廷
魚
下
民
建
郡
豚
、
設
官
分
職
、

各
有
依
司
。
吏
卒
不
法
、
人
民
不
治
、
皆
汝
之
賞
。
汝
若
不
忠
君

命
、
僑
法
行
私
、
是
予
之
事
。
予
職
在
監
臨
汝
等
。
嘗
夙
夜
不

寧
、
察
汝
行
止
。
汝
稽
乃
職
、
予
不
敢
蔽
、
汝
惟
不
公
、

亦
不
敢

匿
、
嘗

一
一
上
問
。
自
今
以
往
、
成
宜
改
過
自
新
。
敢
有
伯
終
不

正
、
則
園
有
常
刑
。
の
求
賢
哲
之
士
、
日
興
講
論
、
凡
可
以
正
人

倫
、
厚
風
俗
、
起
公
論
、
抑
好
邪
。

「
上
許
豚
予
審
」
(
『
文
集
』
一

O
|
a
|
7
1
b
4
)

各
司
豚
官
、
自
戒
議
之
後
、
如
有
の
前
畷
職
、
怒
其
好
食
、
以
私

滅
公
、
縦
其
吏
卒
壊
政
害
民
者
、
令
人
多
方
鐙
察
、
或
私
行
詳

審
、
得
其
寅
跡
。
於
内
先
取
汚
暴
尤
甚
者
、
按
其
合
馴
過
名
、
申

間
合
干
上
司
。
其
次
者
或
恥
之
責
之
。
凡
有
廉
明
特
立
有
政
於
民

者
、
宜
優
加
躍
待
、
或
保
薦
之
、
或
委
任
之
。
其
能
改
過
自
新
者

亦
如
之
。
其
本
庭
官
、
倶
非
其
人
、
不
足
以
責
任
、
則
委
他
慮
廉

幹
官
、
時
往
督
責
其
行
事
。

「
治
豚
権
宜
」

②
〈
喜
聞
過
以
開
言
路
〉
(
『
文
集
』

一
九
|
a
1
8

1
b
|
8〉

令
室
以
簿
一
扇
専
記
己
過
、
毎
詞
同
僚
及
吏
貼
、
乃
至
各
郷
都
里

正
主
首
儒
棒
道
人
等
、
及
諸
慮
有
公
論
者
。
詞
問
之
際
、
必
卑
僻

ヮ
“

つM

(

お

)

(

机

叫

〉
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下
躍
、
喜
聞
弗
逆
、
使
人
人
皆
可
以
直
言
。
向
恐
吾
以
貴
下
賎
之

徳
未
篤
、
諸
人
嘉
言
正
論
、
来
能
蚕
致
其
来
。
宜
用
木
植
寂
其

蓋
、
封
鎖
於
皐
院
公
堂
内
、
或
以
訓
導
書
斎
前
、
伴
進
言
者
、
寅

封
其
事
、
投
於
植
中
。
毎
五
日
一
啓
其
植
、
取
到
寅
封
、
請
至
公

無
私
之
士
、
共
信
用
考
較
是
否
。
如
所
言
吾
過
果
賞
、
則
勇
改
不

客
、
錯
者
依
例
改
正
、
選
者
随
事
暴
行
。
改
正
奉
行
之
後
、
制
到
衆

責
己
謝
過
、
然
後
究
開
吏
貼
之
罪
。

長
文
に
及
ぶ
た
め
原
文
引
用
は
割
愛
す
る
。
一
該
嘗
の
各
項
、
参
照
。

「
上
許
豚
予
書
」
(
『
文
集
』
一
一
一
l
a
|
9
1
b
|
8
)

蛍
集
群
吏
市
戒
之
日
。
朝
廷
魚
下
民
建
官
設
吏
、
各
有
依
司
。
各

曹
公
事
、
其
責
各
有
所
腸
。
吾
特
縫
其
事
者
。
諸
事
不
法
、
乃
汝

之
答
。
汝
之
不
公
、
是
予
之
責
。
襲
読
巧
言
、
寅
古
聖
賢
所
堅

畏
。
吾
今
不
向
口
携
、
夙
夜
不
寧
、
察
汝
行
止
、
従
公
去
慮
。
自

今
以
往
、
威
宜
改
過
自
新
。
敢
有
数
公
同
上
、
任
法
妥
行
、
則
圏

有
常
刑
。
自
戒
議
之
後
、
各
司
吏
所
行
公
事
、
但
関
係
利
害
者
、

令
其
置
簿
明
述
縁
由
、
以
備
長
官
従
容
参
詳
屡
省
而
時
考
之
。
の

令
人
多
方
鐙
察
其
是
非
、
所
犯
重
而
故
者
必
治
之
、
其
欺
公
同
上

至
甚
者
則
罷
去
。

(
必
)
「
治
豚
権
宜
」
⑮
〈
各
房
事
責
有
所
腸
〉
(
『
文
集
』
一
一
四
|
b
l
3

1
5〉各

房
各
納
一
簿
、
於
吾
左
右
、
九
各
吏
所
蛍
行
之
事
、
附
潟
大
概

於
簿
内
、
或
納
抹
子
、
以
備
吾
静
中
参
詳
。
或
潜
令
人
鐙
察
、
敢

有
故
信
用
歎
問
者
、
重
則
斥
去
、
軽
則
巌
加
刑
罰
。

(
U
H

〉
「
治
豚
権
宜
」
③
〈
御
群
下
以
躍
止
凱
〉
(
『
文
集
』
一
一
一
一
l
b
|
4

ー
二
三

I
b
-
-
V
司
吏
の
進
退
出
入
規
制
に
つ
い
て
は
長
文
に
及

(

4

)

 

(
円
切
)

ぶ
た
め
原
文
引
用
を
割
愛
す
る
が
、
文
書
の
提
出
の
際
と
裁
判
の
取
り

調
べ
の
際
と
に
区
分
し
て
行
う
よ
う
提
案
し
て
い
る
。
貼
書
・
紙
候
・

禁
子
に
削
到
す
る
進
退
出
入
規
制
、
な
ら
び
に
謹
櫨
簿
を
使
用
し
た
進

退
・
容
態
の
チ
ェ

γ

グ
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
記
す
。

各
貼
霊
園
進
退
出
入
、
務
在
恭
謹
。
非
該
引
間
公
事
、
不
得
於
廓
前

往
来
。
各
紙
候
禁
子
、
須
爾
立
庭
下
。
不
宜
縦
横
。
若
恐
難
於
久

立
、
則
更
迭
輪
換
、
不
得
純
便
升
臆
入
堂
、
無
故
出
入
。
各
房
各

吏
貼
紙
候
禁
子
、
有
失
躍
節
者
、
則
以
護
櫨
簿
書
之
、
毎
半
月
一

考
。
其
関
敢
有
故
這
睦
者
則
前
脆
、
重
則
加
刑
責
。

(
必
〉
「
治
豚
権
宜
」
⑮
〈
制
吏
卒
宜
察
行
止
〉
(
『
文
集
』
二
八

a
1
9

J
b
i
2
)
 

今
誠
能
幕
以
一
簿
、
動
察
其
所
行
而
書
之
、
従
公
去
取
、
非
惟
彼

吏
卒
不
敢
欺
我
、
叉
且
可
抑
吾
玩
人
作
好
悪
之
意
。

こ
こ
に
は
一
簿
と
あ
る
が
、
宥
吏
と
街
役
そ
れ
ぞ
れ
に
劃
し
て
考
吏

行
簿
・
考
卒
行
簿
を
設
け
る
こ
と
は
、
後
掲
註
〈
必
)
に
引
用
す
る
記
述

か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。

(
必
)
「
上
許
豚
吾
ノ
書
」
(
『
文
集
』
六
l
a
l
4
i
b
7
)

今
富
家
子
弟
、
不
知
稼
稽
之
銀
難
、
大
率
荒
淫
無
禁
、
反
不
若
貧

困
者
有
検
束
。
況
於
蛍
今
設
其
激
化
、
豊
能
家
被
戸
及
。
宜
先
鐘

察
各
都
隅
富
足
人
民
。
如
父
子
不
篤
、
兄
弟
不
陸
、
夫
婦
不
和
、

及
豪
窮
兇
悪
篤
人
害
者
、
偉
皇
長
主
首
位
長
理
稔
之
。
不
慈
孝

者
、
動
其
慈
孝
。
不
友
弟
者
、
動
其
友
弟
。
婦
不
敬
英
夫
者
戒

之
。
夫
不
敬
其
信
仰
而
寵
妾
狩
妓
者
、
動
其
己
之
。
如
叔
姪
兄
弟
之

関
、
侍
傘
凌
卑
、
或
好
頑
犯
上
、
事
産
偏
負
者
、
則
興
和
卒
之
。

凡
有
豪
覇
兇
悪
篤
人
害
者
、
使
之
改
過
遷
善
。
仰
別
令
人
多
方
鐙
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察
。
果
能
遜
過
者
、
以
躍
加
敬
之
。
如
有
不
従
理
論
者
、
則
迫
其

到
官
、
従
而
訓
之
戒
之
、
至
於
載
三
、
或
猶
有
土
木
率
化
者
、
則
示

衆
以
恥
之
。
敢
有
惜
彩
不
俊
者
、
則
巌
其
刑
、
懲

一
戒
百
、
不
可

経
宥
。

「
治
豚
権
宜
」
⑫
〈
彰
善
良
以
甥
邪
悪
〉
(
『
文
集
』
一
一
六
a
9

1
b
l
7
)
 

五
郷
三
十
一
都
隅
、
某
人
良
善
、
某
人
邪
悪
、
茶
人
於
人
倫
正
、

某
人
於
人
倫
未
正
、
某
入
居
家
及
郷
里
多
公
卒
、
某
入
居
家
及
郷

里
多
私
曲
、
悉
宜
知
其
姓
名
、
叉
知
其
数
、
善
悪
各
以
一
簿
書

之
、
以
葱
稽
考
。
:
-
凡
有
善
良
者
、
彰
其
徳
以
躍
嘉
敬
之
。
或

有
過
誤
、
及
有
官
事
、
量
情
優
位
。
凡
有
邪
悪
者
、
再
三
数
戒
。

或
有
不
俊
者
、
依
例
令
其
執
役
以
恥
之
。
敢
有
佑
終
者
、
巌
加
刑

罰。

善
良
な
者
と
邪
悪
な
者
の
姓
名
・

人
数
を
記
す
帳
簿
を
そ
れ
ぞ
れ
彰

善
簿

・
廊
悪
簿
と
呼
ん
だ
こ
と
は
、
「
治
豚
機
宜
」
一
七
項
の
後
段
で

各
種
の
帳
簿
に
つ
い
て
整
理
し
た
箇
所
の
次
の
記
述
〈
『
文
集
』

一一一

o

l
a
1
6
1
b
1
4
)
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。

四
日
彰
善
。
九
各
郷
里
正
主
首
及
諸
人
、
篤
人
善
良
篤
於
人
倫
、

所
行
寅
直
公
正
、
多
方
審
察
公
論
、
得
賞
悉
書
之
、
以
滋
躍
奨
。

五
日
痩
悪
。
凡
各
郷
里
正
主
首
及
諸
人
、
信
用
人
邪
悪
布
於
人
倫
、

所
行
好
詐
私
曲
、
多
方
審
察
公
論
、
得
賞
悉
書
之
、
以
濠
訓
治
c

「
治
豚
権
宜
」
⑤
〈
庭
重
事
宜
預
修
僻
〉
(
『
文
集
』
一
一
一
一
一
l

b

6

1
8
)
に
。
或
毎
日
労
於
政
事
、
カ
所
不
及
、
則
推
好
問
之
徳
、
請
有

公
論
之
人
、
相
信
用
参
詳
其
修
辞
意
、
以
付
貼
書
於
勾
錆
簿
内
、
以
懇郡段

落
、
庶
幾
不
十
勾
不
失
。
と
あ
り
、
同
⑬
〈
義
刑
罰
母
作
好
悪
〉
(
『
文

(
円
山
〉

(必〉

集
』
二
七
|
a
1
3
1
5
)
に
φ

凡
行
刑
罰
、
不
作
好
悪
、
惟
義
所

在
。
此
古
聖
賢
徳
政
、
非
後
事
所
易
及
。
吾
若
不
自
満
俵
、
求
君
子
公

論
、
則
亦
可
以
勉
而
至
。
と
あ
る
。

(
必
)
「
治
豚
権
主
」
一
七
項
の
後
段
で
各
種
の
帳
簿
に
つ
い
て
整
理
し
た

箇
所
〈
『
文
集
』

一一一
O

l
b
|
8
1
一一一一

|
a
|
4
〉
に
次
の
よ
う
に

記
す
。

七
日
考
吏
行
。
九
本
豚
及
巡
尉
司
吏
貼
所
行
公
私
是
非
、
多
方
審

察
公
論
、
得
賞
悉
書
之
、
以
懇
去
取
。

八
日
考
卒
行
。
九
本
蘇
及
巡
尉
司
祇
侯
獄
卒
弓
兵
所
行
公
私
是

非
、
多
方
審
察
公
論
、
得
賞
悉
書
之
、
以
濠
去
取
。

(
印
)
前
掲
註
(
円
引
)
に
引
用
し
た
「
治
豚
権
宜
」
一
七
項
の
後
段
の
記
述
、

参
照
。

(
口
む
前
掲
註
(
怯
山
)
の
引
用
、
参
照
。

(
位
)
前
掲
註
(
ロ
)
小
畑
論
文
。

(
臼
〉
前
掲
註
(

2

)

檀
上
論
文
。

〈
臼
)
『
明
太
租
貫
録
』
各
一
四
二
、
洪
武
一
五
年
二
月
己
卯
篠

吏
部
奏
引
除
牒
官
五
十
鈴
人
。
上
悉
召
前
議
之
日
、
懸
官
之
職、

最
親
於
民
。
古
之
稽
循
吏
者
、
多
由
此
出
。
有
有
善
政
及
民
而
民

稽
之
、
美
名
郡
停
於
遠
遁
也
。
若
豪
政
害
民
而
民
怨
之
、
悪
撃
亦

不
可
排
也
。
震
善
篤
悪
、
朝
廷
公
論
有
在
、
爾
等
其
慎
之
。
有
治

民
而
有
成
績
、
他
日
不
患
不
至
崇
要
也
。

(
日
〉
『
宋
元
聞
草
案
』
各
九
三
「
静
明
賓
峰
皐
案
」
際
君
越
賓
峰
先
生
倍
、

参
照
。

(
日
〉
郷
正
が
園
練
の
役
職
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
烏
斯
道
が
園
練
の
組
織
一

年
後
に
問
題
黙
を
指
摘
し
た
「
遁
陳
令
予
書
」
(
『
春
草
韓
国
集
』
倉
一
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一
)
の
中
で
、
園
練
組
織
の
経
緯
を
。
立
郷
正
、
雄
武
師
、
練
士
卒
、

鋤
強
禦
、
管
糧
食
、
備
器
械
、
僅
験
爾
月
、
雄
細
故
未
能
登
善
、
其
綱

目
則
己
大
張
、
察
庶
欣
欣
、
境
無
盗
賊
。
と
停
え
る
こ
と
か
ら
分
か

る。

(
m
w
)

烏
斯
道
撰
『
春
草
策
集
』
巻
一
一
「
這
陳
令
予
書
」
、
同
書
巻
一
O

「
先
兄
春
風
先
生
行
朕
」
、
同
書
巻
一
一
一
「
鄭
良
撲
烏
春
草
先
生
俸
」
、

参
照
。

(
国
叫
〉
烏
斯
道
撰
『
春
草
策
集
』
巻
一
O
「
先
兄
春
風
先
生
行
吠
」
、
同
「
周

端
部
川
墓
志
銘
」
、
参
照
。

(
印
〉
桂
彦
良
の
履
歴
の
詳
細
は
、
烏
斯
道
撰
『
春
草
策
集
』
巻
七
「
耳
目
玉

得
清
節
桂
先
生
侍
」
、
参
照
。

(
印
)
『
明
史
』
巻
一
一
一
一
七
、
桂
彦
良
俸

濯
亙
目
玉
府
右
得
。
帯
親
慣
用
文
賜
之
。
彦
良
入
謝
。
帯
目
、
江
南
大

儒
、
惟
卿
一
人
。
封
日
、
臣
不
如
宋
糠
・
劉
基
。
一
帝
目
、
澱
文
人

耳
。
基
峻
陸
、
不
如
卿
也
。

(
m
U
)

『
明
太
租
寅
録
』
倉
一
四
八
、
洪
武
一
八
年
九
月
葵
亥
僚
。
「
太
卒

治
要
」
の
全
文
は
『
皇
明
経
世
文
編
』
巻
七
に
所
枚
。

(
臼
〉
前
掲
註
(
6
〉
馬
淵
論
文
。

(
臼
〉
謝
態
芳
明
開
『
亀
巣
稿
』
品
位
一
六
「
上
周
郎
中
陳
言
五
事
答
」
、
参
照
。

(
臼
)
ハ

l
パ
l

マ
ス
(
細
谷
貞
夫
書
〉
『
公
共
性
の
構
造
縛
換
』
(
未
来

祉
、
一
九
七
三
年
)
。

(
白
)
本
文
一
O
七
頁
と
前
掲
註

(ω
〉
、
本
文
一
O
九
頁
と
前
掲
註
(
必
〉
、

参
照
。

〈
印
)
本
文
一
O
九
頁
と
前
掲
註
〈
必
〉
、
参
照
。

(
町
山
〉
前
掲
註
(
初
〉
の
引
用
、
参
照
。

(
m
m

〉
た
と
え
ば
「
治
豚
権
宜
」
⑬
〈
考
貧
富
以
均
賦
役
〉
で
は
、
賦
役
負

指
の
不
均
等
解
消
の
た
め
に
。
今
宜
以
簿
一
扇
、
逐
一
都
審
察
輿
論
、

随
得
随
書
、
の
委
知
理
議
事
里
長
、
潜
行
僅
問
、
及
潜
委
各
主
社
殿

之
。
(
『
文
集
』
二
七
|
b
|
7
1
8
)
と
都
ご
と
に
帳
簿
を
設
け
て
輿

論
を
調
査
す
る
よ
う
提
案
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
帳
簿
に
つ
い
て
整
理

し
た
後
段
の
箇
所
で
は
ニ
ハ
日
均
賦
役
。
凡
各
郷
賦
役
等
則
、
有
未
均

卒
、
多
方
審
察
公
論
、
得
賞
悉
書
之
、
以
溜
協
定
議
φ

(

『
文
集
』
三

G

I
b
-
5
1
7
)
と
公
論
を
調
査
す
る
も
の
と
記
さ
れ
て
い
る
。

(
的
)
前
掲
註
(
幻
〉
の
引
用
、
参
照
。

(
叩
〉
「
上
許
勝
景
ノ書
」
(
『
文
集
』
六
|
b
l
7
1
七
l
a
-
-
)

如
是
施
行
、
誠
能
使
天
属
之
頓
愛
、
父
子
翻
然
而
篤
、
兄
弟
翻
然

市
陸
、
夫
婦
翻
然
而
和
。
乃
良
心
所
本
、
有
衆
人
之
所
願
。
何
止

一
家
父
子
兄
弟
夫
婦
威
悦
。
親
戚
鄭
里
四
方
俸
揚
、
凡
有
父
子
兄

弟
夫
婦
者
、
無
不
悦
失
。
此
之
謂
要
道
。

な
お
、
「
治
豚
権
宜
」
⑪
〈
明
人
倫
輿
古
皐
校
〉
(
『
文
集
』
一
一
五
l

b
l
8
J
一
一
六
a
l
3
)
に
も
同
様
の
記
述
が
あ
る
。

(
礼
)
梅
原
郁
「
宋
代
の
形
勢
と
官
戸
」
(
『
東
方
皐
報
(
京
都
)
』
六
O
、

一
九
八
八
年
〉
。
大
津
正
昭
「
中
薗
祉
曾
史
研
究
と
『
清
明
集
』
」
(
『
ソ

フ
ィ
ア
』
四
O
|
四
、
一
九
九
一
年
三
徳
、氷
洋
介
「
南
宋
時
代
の
紛

争
と
裁
剣

|
1主
佃
関
係
の
現
場
か
ら
|
|
」
(
梅
原
郁
編
『
中
園
近

世
の
法
制
と
祉
曾
』
京
都
大
皐
人
文
科
皐
研
究
所
、
一
九
九
三
年
〉
。

(

η

)

古
林
森
庚
「
宋
代
の
官
簸
書
に
つ
い
て
」
(
『
中
園
宋
代
の
祉
曾
と

経
済
』
園
書
刊
行
舎
、
一
九
九
五
年
三

(
冗
〉
高
橋
芳
郎
「
宋
代
の
土
人
身
分
に
つ
い
て
」
(
『
史
林
』
六
九
|
三
、

一
九
八
六
年
)
。
岡
元
司
「
南
宋
期
温
州
の
地
方
行
政
を
め
ぐ
る
人
的
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結
合
|
|
永
嘉
皐
波
と
の
関
連
を
中
心
に
||
」

一
二
、
一
九
九
六
年
〉
。

(
九
)
『
景
定
建
康
士
山
』
巻
四
一
、
錆
賦
雑
録
、
陸
子
透
撰
「
漂
陽
際
均
賦

役
記
」
、
参
照
。

(
祁
)
朱
烹
撰
『
晦
庵
先
生
朱
文
公
文
集
』
各
一
八
「
奏
義
役
利
害
紋
」
、

参
照
。

(
市
川
)
王
柏
撲
『
魯
斎
王
文
憲
公
文
集
』
径
一
五
「
述
民
志
」
、
参
照
。

(『
史
息
子
研
究
』
二

(
作
〉
戸
田
裕
司
「
貰
震
の
康
徳
軍
佐
倉
改
革
l

l南
宋
祉
倉
制
度
の
再
検

討
|
|
」

(
『
史
林
』

七一一一
|

一
、
一
九
九

O
年
)
。

(
河
)
拙
稿
「
重
役
。
|
上
岡
宋
期
に
お
け
る
吐
舎
的
結
合
の
一
形
態

|
|
」
(
『
史
林
』
七
五
|
五
、
一
九
九
二
年
〉
。

(
乃
)
夫
馬
準
「
明
末
反
地
方
官
士
愛
」
(
『
東
方
皐
報
(
京
都
)
』
五
二
、

一
九
八

O
年)。
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discuss how these sects were organized, and theｅχtentto which they were

influenced by the structure of the Mongol government｡

　　

During the Yuan dynasty, Taoist sects were permitted to select Taoist

priest for themselves (度牒).lt was common practicefor sect members to

selecthigh priestsfrom among their own numbers (甲乙住持).　For these

two practices to ｃｏｅχist,it was　necessary for there to have　existed ａ

well-defined and equitable organizational structure.　This in turn　would

allow each sect to operate more effectively. As ａresult of this structure,

these sects became increasingly powerful｡

　　

In an attempt to centralize power in Handi 換地, Mongke-Qa'an

appointed one leader to oversee all the Taoist sects.　Qubilai-Qa'an,

however, preferred to distributepower equally among the sects, and he thus

empowered each sect.　After the period of the rule of　Temur-Qa'an,

successive rulers adopted Qubilai-Qa'an's policy,although in addition they

gave special authority to the qualified Taoist priest.　This imbalance　of

power gradually led to the erosion of the effectivenessof the organizational

structure of each sect. As ａ result,ａ decline in the power of these sects

followed. This imbalance of power leading to ａ less well-defined organi-

zational structure and ultimately to ａ decline in power was　also ａ

characteristicfeature of the Mongol government.

Ａ REFORM PLAN OF AREA POLITICS AND LOCAL

ADMINISTRATION AT THE END OF THE YUAN ERA

ITO Masahiko

　　

Around the middle of the Zhizheng 至正era at the end of the Yuan

dynasty, Zhao Ｊｉｅ趙偕，ａnon-career literatusin Cixi county 慈渓蒜in

Qingyuan route慶元路. put forward two plans for the reformation of local

county administration. Zhao presented one plan to Zhen Lin 陳麟，ａ

magistrate in his own county, and the other to χｕ Guangda 許廣大，ａ

magistrate in the neighbouring Yin county 鄭蒜.　In this paper, I
show

that Zhao's plans may be considered to contain important
precedents for the
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local political and administrative reform later carried out by Ming　明

authorities during the Hongwu 洪武era following the establishment of the

Lijia institution 里甲制｡

　　

Common to Zhao's proposals and to early Ming reforms were practical

aspects of administrative reform、such as the appointment　of ａ civilian

literatus and scholar to be the officialcounselor of the local governor, and

the direct superintendence of administrative clerks via uniting central and

local affairs.　In addition to parallels within such practical reforms, ａ

common ideological thread runs through Zhao's reform plans and those

reforms instigated by the Ming.　In order to assert that Zhao's reform plans

were in fact precursors of early Ming reform, it is essential to ｃｏ㎡irm that

his suggestions were actually ｅχecuted in practical administrative reforms｡

　　

In general, the basis of Zhao's reform program lay in ａ consideration

of the Gonglun 公論in the process of the formation of local politics.

This article attempts first,to clarify this characteristic of Zhao's thought,

and second, to indicate the historical background of this concept.

THE SINO-JAPANESE TARIFF AGREEMENT AND

　　　　　　　　　　

THE 1930 TARIFF

KUBO Toru

　　

This paper is an investigation of the negotiations that led to the

Sino-Japanese Tariff Agreement and of the Chinese Nationalist govern-

ment's decision-making processes with regard to the 1930　Tariff.　The

results of thisinvestigation are as follows:

　

1）Ｂｏth the　Japanese　and　the　Chinese　governments　were forced to

make concessions. While the Japanese government could not but recognize

the Tariff Autonomy of China, the Chinese Nationalist government was

forced to promise to continue to maintain ａ１０ｗrate on import duties

for one or three years on the several commodities imported primarily from

Japan.

　

2）Ｂｏthgovernments were forced to consider public opinion, especially
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